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第１章 計画の基本的事項

第 1 節 計画策定の背景

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実
現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。しかしながら、急
速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等医療を取り巻く様々な環境が
変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民の生活の質の維持及
び向上を確保しつつ、今後、医療に要する費用（以下「医療費」という。）が過度に増
大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
を図っていく必要があります。

このための仕組みとして、平成 18 年の医療制度改革において、医療費の適正化（以
下「医療費適正化」という。）を推進するための計画（以下「医療費適正化計画」とい
う。）に関する制度が創設されました。

これを受けて、本県でも平成 20 年度から３期にわたって取り組んできましたが、現
行計画が令和５年度末で終了することから、国が定める「医療費適正化に関する施策に
ついての基本的な方針」（以下「基本方針」という。）に即し、また、これまでの取組状
況を踏まえ、第四期の長崎県医療費適正化計画を策定し、更なる医療費適正化の取組を
推進するものです。

第２節 計画の基本理念

第１項 県民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化のための具体的な取組は、今後の県民の健康と医療のあり方を展望し、

県民の生活の質を確保・向上する形で、良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すも
のとします。

第２項 今後の人口構成の変化に対応するものであること
全国で見れば、いわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上となる令和７年にかけて、65

歳以上人口、とりわけ 75 歳以上人口が急速に増加した後、令和 22 年に向けてその増
加は緩やかになる一方で、既に減少に転じている生産年齢人口（15 歳～64 歳）は、
令和７年以降更に減少が加速します。

本県は全国に比べ早く高齢化が進んでおり、令和７年には 65 歳以上の人口がピーク
の約 44 万人、構成比は 35.6％（全国 29.6％）に、令和 22 年には 65 歳以上の人口
が約 42 万人と減少するものの、医療や介護ニーズが高い 85 歳以上の人口はピークの
約 12 万人となり、65 歳以上の構成比は 40.9％（全国 34.8％）に達すると推測され
ています。

また、本県の生産年齢人口は、令和２年の約 72 万人から令和７年には約 65 万人に、
令和 22 年には約 50 万人に減少することが想定されています。

こうした中で、人口減少に対応した全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築し
ていくことが必要であり、医療・介護の提供体制を支える医療保険制度・介護保険制度
の持続可能性を高めていくため、限りある地域の社会資源を効果的かつ効率的に活用し、
医療費適正化を図っていくものとします。



- 2 -

第３節 計画の内容

医療費適正化計画の策定にあたっては、国が定める基本方針に即して、県民の健康の
保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関する目標等を定めることが求められて
います。

この計画は、目標の達成を通じて、結果的に医療費の伸びの適正化を図ることを目指
すものです。具体的には、国や市町、関係団体等と連携を図りながら、地域の実情に応
じた総合的な取組を進めることになります。

また、健康増進計画、医療計画、介護保険事業支援計画、国民健康保険運営方針等の
具体的な取組との調和を保ち、当該計画等と整合性を図っています。

第４節 計画の位置づけ

この計画は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「法」
という。)第９条に規定する「都道府県医療費適正化計画」として、また、本県の総合
計画である「長崎県総合計画」及び「長崎県福祉保健総合計画」を補完する個別計画と
して、本県が今後進める医療費適正化施策の指針となります。

第５節 計画の期間

法第９条の規定により、令和 6 年度から令和 11 年度までを本計画の第四期計画期間
とします。
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第２章 医療費を取り巻く現状と課題

医療費の動向を見ると、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による一時的
な医療費の減少がありましたが、経年的に増加しています。

国民医療費の増加要因として、後期高齢者（75 歳以上）の医療費の占める割合が増
加してきていることから、今後、少子高齢化の一層の進展と相まって、社会保障を支え
る国の財政は極めて厳しい状況となることが見込まれ、国民皆保険を堅持し、国民が必
要とする医療を確保していくためには、医療費の伸びの適正化が必要と言われています。

医療費の増加は、疾病構造の変化や医療技術の高度化、超高齢化の進展など社会的要
因を含めた数々の要因により生じると考えられていますが、医療保険制度の持続可能性
を高める観点から、医療費適正化の取組の推進に当たっては、国民一人一人が「自分の
健康は自ら守る」と意識して行動することが重要であり、自助と連帯の精神に基づき、
自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める必要があ
ります。こうした中で、国民一人一人が生きがいを持ち、若年期からの健康に対する意
識の向上や健康づくりに実効的に取り組めるような環境づくりも重要です。
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第１節 医療費の推移

第１項 我が国の医療費の推移
我が国の医療費は、令和３年度の国民医療費によると、45 兆 359 億円であり、前

年度と比べて２兆 694 億円、4.8％増加しています。人口一人当たりでは 35 万 8,800
円であり、前年度と比べて１万 8,200 円、5.3％増加しています。

制度区分別に見ると、被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療ともに令和 3 年
度の国民医療費は前年度と比べて増加しています。また、国民医療費全体に占める後期
高齢者医療の割合は高く、令和３年度の国民医療費に占める後期高齢者医療の割合は、
34.9％となっています。

対前年度
増減率

対前年度
増減率

(億円) (％) (円) (％)

平成28年度 421,381 △ 0.5 332,000 △ 0.4

平成29年度 430,710 2.2 339,900 2.4

平成30年度 433,949 0.8 343,200 1.0

令和１年度 443,895 2.3 351,800 2.5

令和２年度 429,665 △ 3.2 340,600 △ 3.2

令和３年度 450,359 4.8 358,800 5.3

出典：国民医療費

　国民医療費及び人口一人当たり国民医療費の推移

全　　国

国民医療費 人口一人当たり
国民医療費

年度

　制度区分別(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療) 国民医療費の推移

制度区分 総数

年度 国民医療費
(億円)

国民
医療費
(億円)

構成
割合
(％)

国民
医療費
(億円)

構成
割合
(％)

国民
医療費
(億円)

構成
割合
(％)

平成28年度 421,381 97,210 23.1 95,404 22.6 141,731 33.6

平成29年度 430,710 100,970 23.4 93,301 21.7 147,805 34.3

平成30年度 433,949 103,110 23.8 90,957 21.0 150,576 34.7

令和１年度 443,895 106,624 24.0 90,639 20.4 156,596 35.3

令和２年度 429,665 102,934 24.0 87,628 20.4 152,868 35.6

令和３年度 450,359 111,508 24.8 91,060 20.2 157,246 34.9

出典：国民医療費

※制度区分別（被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療）のほか、国民医療費の総数
    に含まれているものとして、「公費負担医療給付分」「患者等負担分」などがある。

全　　国

被用者保険 国民健康保険 後期高齢者医療
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第２項 本県の医療費の推移
本県の医療費は、令和３年度の国民医療費によると、5,623 億円であり、新型コロ

ナウイルス感染症の影響があった前年度と比べて 100 億円、1.8％増加していますが、
全国の伸び率 4.8％よりは低くなっています。

一方、人口一人当たりで見ると、本県は43万3,500円で、前年度と比べて１万2,500
円、3.0％増加していますが、全国の伸び率 5.3％よりは低くなっています。全国順位
は３位と高く、全国平均（35 万 8,800 円）の約 1.21 倍高い状況となっています。

　都道府県別国民医療費及び人口一人当たり都道府県別国民医療費の推移

都道府県別国民医療費
対前年度
増 減 率

国民医療費 対前年度
増 減 率

(億円) (％) (円) (％)

平成28年度 5,607 △ 1.0 410,200 △ 0.2 2

平成29年度 5,685 1.4 419,900 2.4 2

平成30年度 5,682 △ 0.1 423,700 0.9 2

令和１年度 5,754 1.3 433,600 2.3 2

令和２年度 5,523 △ 4.0 421,000 △ 2.9 3

令和３年度 5,623 1.8 433,500 3.0 3

全国
順位

（位）

長　崎　県

人口一人当たり都道府県別

出典：国民医療費

年度

本県の一人当たり医療費を協会けんぽ、国民健康保険、後期高齢者医療で比較すると、
令和３年度はそれぞれ、20 万 7,095 円（全国６位）、45 万 7,611 円（全国７位）、
108 万 8,251 円（全国４位）となっています。

後期高齢者医療の一人当たり医療費は、協会けんぽの約 5.3 倍、国民健康保険の約
2.4 倍となっています。なお、全国平均では、協会けんぽは約 4.8 倍、国民健康保険
は約 2.5 倍となっています。

被用者保険(協会けんぽ)

対前年度
増 減 率

対前年度
増 減 率

対前年度
増 減 率

(円) (％) (円) (％) (円) (％)

平成28年度 198,639 1.3 1 413,257 0.5 7 1,088,149 △ 1.3 3

平成29年度 188,896 △ 4.9 7 427,253 3.4 7 1,097,576 0.9 3

平成30年度 191,730 1.5 8 434,336 1.7 7 1,102,137 0.4 3

令和１年度 199,744 4.2 4 444,604 2.4 7 1,109,121 0.6 4

令和２年度 195,730 △ 2.0 5 440,871 △ 0.8 7 1,073,446 △ 3.2 4

令和３年度 207,095 5.8 6 457,611 3.8 7 1,088,251 1.4 4

　　    出典：都道府県支部別医療費データ（全国健康保険協会）
                      国民健康保険事業年報、後期高齢者医療事業状況報告（厚生労働省）

　本県の一人当たり医療費(被用者保険(協会けんぽ)、国民健康保険、後期高齢者医療)の推移

長　崎　県

年  度

国民健康保険 後期高齢者医療

全国
順位
(位)

全国
順位
(位)

全国
順位
(位)
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令和３年度の NDB データによる保険者種別の割合を見ると、国保組合＋被用者保険
58.9％、国民健康保険 24.2％、後期高齢者医療 16.9％となっています。

令和3年度 年齢階層別人口【保険者種別計 人口割合】

出典：ＮＤＢデータ（令和3年度）

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

00～04歳

05～09歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

国保 女性 後期 女性 国保組合+被用者 女性 国保 男性 後期 男性 国保組合+被用者 男性
国保 男性 後期 男性 国保組合+被用者 男性 国保 女性 後期 女性 国保組合+被用者 女性

長崎県保険者種別計

第２節 本県の医療費の状況

第１項 高齢化の進展
１ 高齢化の進展と高齢者の医療費の関係

我が国の令和３年度の人口一人当たり国民医療費は、全体では、35 万 8,800 円と
なっていますが、65 歳未満（19 万 8,600 円）と 65 歳以上（75 万 4,000 円）を比
較すると約 3.8 倍となっており、65 歳未満（19 万 8,600 円）と 75 歳以上（92 万
3,400 円）を比較すると約 4.6 倍の開きがあります。

また、高齢化の進展に伴い、今後も高齢者に係る医療費の国民医療費に占める割合は
増加すると見込まれており、令和３年度では 65 歳以上の構成割合は、60.6％になっ
ています。

 　年齢階級別国民医療費（令和３年度）

人口一人当たり
国民医療費

(千円)

総数 450,359 100.0 358.8

65歳未満 177,323 39.4 198.6

０～14歳 24,178 5.4 163.5

15歳～44歳 53,725 11.9 133.3

45歳～64歳 99,421 22.1 290.7

65歳以上 273,036 60.6 754.0

70歳以上（再掲） 233,696 51.9 824.5

75歳以上（再掲） 172,435 38.3 923.4

出典:国民医療費

年齢階級
国民医療費
（億円）

構成割合
（％）
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本県の 65 歳以上の人口は、2025 年（令和 7 年）頃に約 44 万人（総人口比 35.6％）
のピークを迎え、以降は減少すると推測されています。

75 歳以上の人口は、その後も一定期間増加を続け、2035 年（令和 17 年）頃にピ
ークの約 27 万人（総人口比 24.7％）に達すると見込まれています。

また、介護ニーズが高い 85 歳以上の人口は、2040 年（令和 22 年）頃にピークの
約 12 万人（総人口比 11.8％）に達すると見込まれています。

２ 前期高齢者医療費（国民健康保険）の概況
令和３年度の本県の一人当たり前期高齢者医療費（65 歳～74 歳）は、59 万 8,868

円であり、全国平均の 53 万 1,148 円に対し、約 1.1 倍となっています。これは、全
国で５番目に高く、九州では 4 番目に高くなっています。

（単位：千人、％）

2000年
(H12)

2005年
(H17)

2010年
(H22)

2015年
(H27)

2020年
(R２)

2025年
(R７)

2030年
(R12)

2035年
(R17)

2040年
(R22)

2045年
(R27)

2050年
(R32)

316 349 371 407 433 438 432 421 414 397 377

高齢者人口 (20.8) (23.6) (26.0) (29.6) (33.0) (35.6) (37.3) (38.8) (40.9) (42.3) (43.4)

６５歳以上 22,005 25,672 29,484 33,790 36,027 36,529 36,962 37,732 39,285 39,451 38,878

(17.3) (20.1) (23.0) (26.6) (28.6) (29.6) (30.8) (32.3) (34.8) (36.3) (37.1)

136 171 200 214 221 247 266 268 260 247 242

上記の内 (9.0) (11.6) (14.0) (15.5) (16.9) (20.1) (23.0) (24.7) (25.7) (26.3) (27.9)

７５歳以上 8,999 11,602 14,194 16,271 18,602 21,547 22,613 22,384 22,275 22,772 24,332

(7.1) (9.1) (11.1) (12.8) (14.7) (17.5) (18.8) (19.2) (19.7) (20.9) (23.2)

33 44 57 71 82 88 90 108 119 116 109

上記の内 (2.2) (3.0) (4.0) (5.2) (6.3) (7.1) (7.8) (10.0) (11.8) (12.4) (12.5)

８５歳以上 2,233 2,927 3,795 4,923 6,133 7,073 8,121 9,810 10,060 9,583 9,612

(1.8) (2.3) (3.0) (3.9) (4.9) (5.7) (6.8) (8.4) (8.9) (8.8) (9.2)

出典：平成12年～令和２年は国勢調査（平成27年及び令和２年は不詳補完値による）、令和７年以降は令和２年国勢調査を基にした

　　　国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」

※（　）は総人口に占める割合

全  国

長崎県

全  国

長崎県

全  国

長崎県
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本県の一人当たり前期高齢者医療費を入院医療費、入院外医療費、歯科医療費の３つ
の区分で全国平均と比較すると、令和３年度の入院医療費は、全国平均の 1.29 倍で全
国４位、入院外医療費は、全国平均の 0.97 倍で全国 29 位、歯科医療費は、全国平均
の 1.04 倍で全国 13 位となっています。

このことから、入院医療費が本県の前期高齢者医療費全体を引き上げている大きな要
因と言えます。

入院医療費を受診率（被保険者 100 人当たり受診件数）、１件当たり日数、１日当た
り診療費の３つの要素で全国平均と比較すると、令和３年度の受診率は、全国平均の
1.45 倍で全国３位、１件当たり日数は、全国平均の 1.18 倍で全国４位、１日当たり
診療費は、全国平均を大きく下回り全国 45 位となっています。

　前期高齢者一人当たり医療費 単位：円

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

全　国 187,085 190,217 193,981 188,514 196,936

251,816 256,043 257,932 251,294 253,736

１位 ２位 ２位 ３位 ４位

全　国 180,553 181,921 185,824 178,441 190,203

183,591 185,097 186,532 177,838 184,690

21位 21位 22位 23位 29位

全　国 32,588 32,631 33,125 31,357 33,360

33,262 33,818 34,065 33,427 34,684

12位 11位 13位 10位 13位

　※長崎県の順位は全国順位
    　　　  　　出典：国民健康保険事業年報（厚生労働省）

入院外

歯　科

入　院
長崎県

長崎県

長崎県
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受診率は入院の頻度、１件当たり日数は１ヶ月間の入院日数を表すことから、本県の
場合、入院頻度の高さ、入院期間の長期化が前期高齢者医療費全体に大きく影響を与え
ていると考えられます。

３ 後期高齢者医療費の概況
令和３年度の本県の一人当たり後期高齢者医療費（75 歳以上）は、108 万 8,251

円であり、全国平均の 94 万 512 円に対し、約 1.2 倍となっています。これは、全国
で４番目に高く、九州では３番目に高くなっています。

本県の一人当たり後期高齢者医療費を入院医療費、入院外医療費、歯科医療費の３つ
の区分で全国平均と比較すると、令和３年度の入院医療費は全国平均の 1.30 倍で全国
５位、入院外医療費は全国平均を下回り全国 29 位、歯科医療費は全国平均の 1.01 倍
で全国 12 位となっています。

このことから、前期高齢者医療費と同様、入院医療費が本県の後期高齢者医療費全体
を引き上げている大きな要因と言えます。

　前期高齢者の入院医療費に係る３要素分析

Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

全　国 32.09 32.03 32.04 30.41 30.63

47.64 47.27 47.10 45.22 44.28

２位 ２位 ３位 ３位 ３位

全　国 14.32 14.30 14.36 14.44 14.41

16.83 16.67 16.77 16.94 16.96

３位 ３位 ３位 5位 ４位

全　国 40,707 41,534 42,169 42,941 44,613

31,414 32,485 32,665 32,802 33,784

45位 44位 45位 46位 45位

　※長崎県の順位は全国順位
　　　　出典：国民健康保険事業年報（厚生労働省）

受診率（被保険者
100人当たり受診
件数） 長崎県

１件当たり日数
長崎県

１日当たり診療費
　　　　　（円） 長崎県
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入院医療費を受診率（100 人当たり受診件数）、１件当たり日数、１日当たり診療費
の３つの要素で全国平均と比較すると、令和３年度の受診率は、全国平均の 1.45 倍で
全国３位、１件当たり日数は、全国平均の 1.09 倍で全国７位、１日当たり診療費は、
全国平均を大きく下回り全国 43 位となっています。

前期高齢者医療費と同様、入院頻度の高さ、入院期間の長期化が後期高齢者医療費全
体に大きく影響を与えていると考えられます。

このように、65 歳以上の高齢者の入院医療費の高さが、本県の医療費が全国平均よ
り高く、全国上位となっている要因の一つと言えます。

　後期高齢者の入院医療費に係る３要素分析
Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

全　国 81.76 80.82 79.77 75.33 74.12
116.69 116.08 114.05 108.41 107.24

３位 ３位 ３位 ３位 ３位

全　国 17.59 17.53 17.51 17.46 17.49

18.86 18.79 18.84 19.01 19.09

８位 ８位 ８位 8位 ７位
全　国 30,713 31,483 32,279 33,115 34,306

26,111 26,838 27,347 27,836 28,311
43位 43位 43位 43位 43位

※長崎県の順位は全国順位
　　　　出典：後期高齢者医療事業状況報告（厚生労働省）

受診率（被保険者
100人当たり受診
件数）

長崎県

１件当たり日数
長崎県

１日当たり診療費
　　　　　（円） 長崎県

第２項 医療費の地域差要因
１ 医療費の地域差指数

医療費は、①人口の年齢構成、②病床数等の医療供給体制、③健康活動の状況、健康
に対する意識、④受診行動、⑤住民の生活習慣、⑥医療機関側の診療パターンなどの要
因によって地域差が生じます。

上記①人口の年齢構成については、相違を補正した「１人当たり年齢調整後医療費（仮
に本県加入者の年齢構成が全国平均と同じとした場合の１人当たり医療費）」と、それ
を全国平均の１人当たり医療費で指数化した「地域差指数」を用いて地域差の比較を行
うことができます。

　後期高齢者一人当たり医療費 単位：円
Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

全　国 441,567 446,060 450,864 435,454 444,753
574,623 585,278 587,736 573,705 579,720

５位 ４位 ４位 ４位 ５位

全　国 269,376 269,412 272,452 259,773 270,618

263,259 261,978 263,849 249,553 255,840

21位 22位 24位 26位 29位
全　国 34,029 35,062 36,166 34,033 36,335

32,716 34,505 35,629 34,402 36,703
16位 15位 15位 13位 12位

　※長崎県の順位は全国順位
　　　　　　　出典：後期高齢者医療事業状況報告（厚生労働省）

入　院
長崎県

入院外
長崎県

歯　科
長崎県
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令和３年度の市町村国民健康保険における本県の地域差指数は、1.128 で全国７位
と高く、診療種別に見ると、入院による影響が比較的大きく、1.316 で全国７位、入
院外は 1.007 で全国 17 位、歯科は 1.013 で全国 15 位となっています。

市町村国民健康保険の地域差（１人当たり年齢調整後医療費及び地域差指数）                    

                     出典：令和３年度医療費の地域差分析（厚生労働省）
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令和３年度の後期高齢者医療制度における本県の地域差指数は、1.155 で全国４位
と高く、診療種別に見ると、入院による影響が比較的大きく 1.284 で全国４位、入院
外は 1.023 で全国 11 位、歯科は 1.029 で全国 12 位となっています。

後期高齢者医療制度の地域差（１人当たり年齢調整後医療費及び地域差指数）

                    出典：令和３年度医療費の地域差分析（厚生労働省）               
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令和３年度の国民医療費ベースにおける本県の地域差指数は、1.108 で全国 6 位と
高く、診療種別に見ると、入院による影響が比較的大きく、1.286 で全国 4 位、入院
外は 0.993 で全国 18 位、歯科は 1.006 で全国 12 位となっています。

全国における本県の医療費を考える場合、人口の年齢構成の相違を補正しても医療費
が高い状況が見られます。

国民医療費ベースの地域差（１人当たり年齢調整後医療費及び地域差指数）

                    出典：令和３年度医療費の地域差分析（厚生労働省）
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２ 医療施設の状況
令和４年 10 月１日現在の医療施設の状況では、本県の病院数は 147 病院で、人口

10 万人当たり 11.5 となっており、全国の 6.5 を上回っています。また、病院の病床
数は 25,292 床で、人口 10 万人当たり 1,971.3 となっており、全国の 1,194.9 を上
回っています。

本県の一般診療所についても病院と同様の傾向が見られ、人口 10 万人当たり診療所
数及び病床数ともに全国を上回っています。

人口 10 万対病床数と一人当たり入院医療費は、非常に強い相関関係があります。

　医療施設の状況 　　(令和4年10月1日)

一般診療所

有床 無床 有床 無床

全　国 8,156 105,182 5,958 99,224 67,755 6.5 84.2 4.8 79.4 54.2 1,492,957 80,436 1,194.9 64.4

長崎県 147 1,336 202 1,134 703 11.5 104.1 15.7 88.4 54.8 25,292 2,921 1,971.3 227.7

　　　　出典：医療施設動態調査・病院報告(厚生労働省)

一般
診療所

病院 病院
一般

診療所

施設数 人口10万対施設数 病床数
人口10万対

病床数

病院病院
一般診療所 歯科

診療所
歯科

診療所
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　人口 10 万対病院病床数
令和4（2022）年10月1日現在

1 高 知 2,328.1 長 崎 598.7 島 根 4.6 高 知 11.1 高 知 659.9 高 知 1,130.6

2 鹿 児 島 2,026.4 鹿 児 島 597.6 大 分 3.6 岩 手 7.7 山 口 559.4 大 分 1,063.0

3 長 崎 1,971.3 宮 崎 554.7 和 歌 山 3.5 石 川 7.3 徳 島 471.2 北 海 道 1,017.0

4 徳 島 1,885.9 高 知 524.9 山 梨 3.5 京 都 7.2 佐 賀 453.6 鹿 児 島 985.5

5 熊 本 1,878.5 佐 賀 514.0 秋 田 3.4 宮 崎 6.7 長 崎 453.1 和 歌 山 954.8

6 　 　 　 　 長 崎 3.3 長 崎 6.5 　 　 熊 本 948.4

7 岡 山 947.4

8 香 川 927.3

9 長 崎 909.8

43 千 葉 954.4 静 岡 181.5 兵 庫 1.0 島 根 1.5 埼 玉 151.2 千 葉 583.5

44 東 京 891.5 愛 知 164.3 千 葉 1.0 愛 知 1.5 岐 阜 147.2 東 京 582.6

45 愛 知 879.7 滋 賀 161.2 愛 知 0.9 宮 城 1.4 京 都 139.5 愛 知 536.8

46 埼 玉 857.2 東 京 148.6 大 阪 0.9 新 潟 1.4 宮 城 139.3 埼 玉 515.9

47 神 奈 川 798.9 神 奈 川 146.1 神 奈 川 0.8 大 分 1.1 神 奈 川 138.9 神 奈 川 511.6

… … …

多
い
県

…

　
少
な
い
県

全　　国

一般病床療養病床

223.0

全病床 精神病床 感染症病床 結核病床

1,194.9 257.6 1.5 3.1 709.6

… …… …

2.9 4.1 5.7 10.2

… … … … … …

注：１）小数点第1位の数値は、小数点第2位を四捨五入して表示している。
　　２）数値が同率であった場合、四捨五入する前の数値を基に表示している。
　　３）比（倍）（最大／最小）は、四捨五入する前の数値を基に表示している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：医療施設動態調査・病院報告（厚生労働省）

2.24.8
比（倍）

（最大／最小）

３ 平均在院日数の状況
令和４年の本県の平均在院日数は、36.4 日であり、これは全国平均より 9.1 日、全

国で６番目に長くなっています。
最短の東京都（21.6 日）との差は、14.8 日となっています。特に、精神病床の日数
が多く、経年的に増加しています。
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平均在院日数と一人当たり入院医療費には、一定の相関関係が認められます。
また、人口 10 万対病床数と平均在院日数とは、非常に強い相関関係があります。
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医療施設の状況及び平均在院日数の状況を見ると、病床数等の医療供給体制が全国と
比べ充実しており、また、平均在院日数も長いため、本県の医療費、特に全国と比較し
て高い入院医療費に大きな影響を与えていると考えられます。

４ 在宅死亡率の状況
令和４年の本県における在宅死亡率は、26.0％で、全国平均の 32.3％を下回ってお

り、全国 42 位と低い状況にあります。
また、一人当たり医療費との相関関係では、在宅死亡率が低い都道府県では一人当た

り医療費は高い傾向にあります。

 在宅死亡率の推移

全国順位

平 成 24 年 16.2% 42位 19.1%

平 成 28 年 18.6% 39位 22.2%

令 和 ２ 年 22.2% 42位 28.2%

令 和 ３ 年 24.6% 42位 30.7%

令 和 ４ 年 26.0% 42位 32.3%

※人口動態統計における、全死亡者のうち、自宅、
　老人ホーム等高齢者施設で死亡した者の割合

　　         出典：人口動態調査(厚生労働省)

長崎県 全　国
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５ 原爆被爆者医療費の状況
原爆被爆者医療費の状況を令和３年度の後期高齢者医療で見ると、原爆被爆者及び被

爆体験者に係る医療費（診療費）は、後期高齢者診療費全体の 20.3％を占めています。
また、一人当たり診療費では、非被爆者が 78 万 6,032 円であるのに対し、原爆被

爆者は 107 万 8,368 円で、非被爆者の約 1.4 倍高くなっています。なお、令和 3 年
度においては、一番若い原爆被爆者は昭和 21 年生まれの胎内被爆者で 75 歳となりま
すが、今後は年々、後期高齢者医療との比較においては、年齢構成の差による医療費の
相違が生じる点に留意が必要です。

　原爆被爆者医療費の状況（後期高齢者医療費（診療費）比較）

被保険者数 診療費
１日当たり

診療費
一人当たり

診療費
（人） （千円） （円） （円）

30,634 33,034,739

( 13.83% ) ( 18.04% )

5,094 4,146,033

( 2.30% ) ( 2.26% )

185,724 145,984,928

( 83.87% ) ( 79.70% )

221,452 183,165,700

( 100% ) ( 100% )

※１　医療費の内訳は、入院＋入院外＋歯科で、食事・生活療養費、調剤費、訪問看護費、療養費等は含まない。

※２　受診率は、件数（レセプト枚数）÷被保険者数×１００で医療機関にかかった者の割合を示す。

※３　１件当たり日数は、日数÷件数（レセプト枚数）

※４　１日当たり診療費は、診療費÷日数

※５　一人当たり診療費は、診療費÷被保険者数

2.37 17,440 757,958

長崎県後期高齢者医療広域連合調べ

（参考）
全　国

16,908,206 12,815,707,638 310,088,478 734,825,519 1,833.95

2.66 16,344 786,032

合  計 4,188,811 11,383,082 1,891.52 2.72 16,091 827,112

15,440 1,078,368

被爆体験者（被爆体
験者精神医療受給者

証所持者）
98,593 311,374 1,935.47 3.16 13,315 813,905

Ｒ３

原爆被爆者（被爆者
健康手帳所持者）

726,218 2,139,533 2,370.63 2.95

上記以外の者 3,364,000 8,932,175 1,811.29

年度 件数 日数 受診率
１件当たり

日数
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第３項 県民の健康及び受療状況
１ 平均寿命、健康寿命

本県の平均寿命は男女とも延伸傾向にありますが、令和２年を見ると、男性は 81.01
歳、女性は 87.41 歳でともに全国平均を下回っています。

本県の健康寿命は男女とも延伸傾向にありますが、令和元年を見ると、男性は 72.29
歳で全国平均を下回りますが、女性は 75.42 歳で全国平均を上回っています。

本県の令和２年の平均寿命と令和元年の健康寿命の差（不健康な期間）については、
男性は 8.69 年、女性は 11.9 年となっています。

健康寿命（国、長崎県）、不健康期間（長崎県）の推移                  

出典：厚生労働省公表（R3.12.20 公表）資料  
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健康寿命（国、長崎県）、不健康期間（長崎県）の推移

指 標 国／長崎県 H22 H28 R1

健康寿命

国男性 70.42 年 72.14 年 72.68 年

国女性 73.62 年 74.79 年 75.38 年

長崎県男性
69.14 年

（全国 45 位）

71.83 年

（全国 30 位）

72.29 年

(全国 34 位)

長崎県女性
73.05 年

(全国 39 位）

74.72 年

(全国 27 位)

75.42 年

(全国 29 位)

不健康期間
長崎県男性 9.75 年 8.87 年 8.69 年

長崎県女性 13.27 年 12.28 年 11.90 年

出典：厚生労働省公表（R3.12.20 公表）資料

２ 受療状況
令和２年の患者調査によれば、本県では生活習慣に起因するとされる疾患の患者数が

全国と比べて多く、特に高血圧性疾患（外来）については全国ワースト２位となってい
ます。

入院 外来

6位 ３位

5位 ２位

10位 ４位

６位 10位

25位 ２位

1位 23位

                                                                     出典：患者調査（令和2年）

高血圧性疾患

受療状況（人口10万人当たり患者数の全国順位：全国ワースト順位）

疾　　患　　名

心疾患、脳血管疾患などの循環器系疾患

糖尿病

悪性新生物（気管、気管支及び肺）

骨折

気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患
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３ 疾病別医療費の状況
令和３年度の NDB データによれば、本県の医療費上位の 10 疾病を全国と比較する

と、骨折は全国７位ですが、長崎県では３位となっています。
また、骨折の伸び率は他の疾病と比べて大きな伸びとなっています。

凡例
分類名 該当疾病分類番号(中分類)
新生物 新生物:0201～0210
生活習慣病(糖尿病･高血圧症･脂質異常症)が含まれる分類 糖尿病:0402、脂質異常症:0403、高血圧性疾患:0901
精神･神経系の疾患 精神及び行動の障害:0501～0507、神経系の疾患:0601～0606
生活習慣病が重症化した疾患が含まれる分類(脳･心血管疾患及び腎不全) 脳･心血管疾患:0902～0909、腎不全:1402
ロコモティブシンドローム関連疾患 筋骨格系疾患:1302～1305及び1309、骨折:1901
要注意疾患(肝炎、COPD、肺炎) ウイルス性肝炎:0105、肺炎:1004、慢性閉塞性肺疾患:1009

全国　令和3年度

124,522,868

40,450,569,234,700

順位
医療費
(円)

医療費
構成比

(%)

患者数
(人)

有病率
(%)

患者一人
当たり
医療費
(円)

被保険者
一人当た
り医療費

(円)

1 0901 高血圧性疾患 2,729,990,057,941 6.7% 18,257,897 14.7% 149,524 21,924

2 1102 歯肉炎及び歯周疾患 2,315,508,614,055 5.7% 53,336,233 42.8% 43,413 18,595

3 0210 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 1,730,231,642,949 4.3% 3,287,802 2.6% 526,258 13,895

4 0402 糖尿病 1,653,405,534,220 4.1% 6,475,947 5.2% 255,315 13,278

5 0903 その他の心疾患 1,573,141,000,589 3.9% 3,828,762 3.1% 410,875 12,633

6 1402 腎不全 1,478,385,199,613 3.7% 765,012 0.6% 1,932,499 11,872

7 1901 骨折 1,431,688,257,631 3.5% 4,101,325 3.3% 349,079 11,497

8 1113 その他の消化器系の疾患 1,139,519,758,133 2.8% 9,296,199 7.5% 122,579 9,151

9 0906 脳梗塞 1,080,369,916,088 2.7% 2,338,867 1.9% 461,920 8,676

10 0503
統合失調症，統合失調症型障害
及び妄想性障害

847,639,041,940 2.1% 1,041,000 0.8% 814,255 6,807

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典:NDBデータ(令和3年度)

疾病分類

被保険者数(人)

医療費総計(円)

長崎県　令和3年度

1,282,758

465,327,874,894

順位
医療費
(円)

医療費
構成比

(%)

患者数
(人)

有病率
(%)

患者一人
当たり

医療費(円)

被保険者
一人当た
り医療費

(円)

1 0901 高血圧性疾患 35,082,513,657 7.5% 207,611 16.2% 168,982 27,349

2 1102 歯肉炎及び歯周疾患 23,586,864,485 5.1% 528,888 41.2% 44,597 18,388

3 1901 骨折 20,208,999,620 4.3% 47,949 3.7% 421,466 15,754

4 0210 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 18,679,349,816 4.0% 33,654 2.6% 555,038 14,562

5 0402 糖尿病 16,976,143,139 3.6% 62,356 4.9% 272,244 13,234

6 0903 その他の心疾患 16,319,384,372 3.5% 38,342 3.0% 425,624 12,722

7 1402 腎不全 15,391,999,792 3.3% 9,019 0.7% 1,706,587 11,999

8 0503
統合失調症，統合失調症型障害及
び妄想性障害

14,914,842,899 3.2% 12,900 1.0% 1,156,173 11,627

9 1113 その他の消化器系の疾患 13,428,636,016 2.9% 101,576 7.9% 132,203 10,469

10 0906 脳梗塞 12,192,202,354 2.6% 26,430 2.1% 461,295 9,505

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典:NDBデータ(令和3年度)

疾病分類

被保険者数(人)

医療費総計(円)
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なお、本県の精神入院医療費の状況が全国並みとなった場合の 1 人当たり全疾病医
療費における精神入院医療費の割合の差の縮小は１．３７％でした。

・長崎県と全国の１人当たり全疾病医療費の差：75,176 円
・長崎県と全国の１人当たり精神科入院医療費の差：5,558 円
・差の縮小

R3 実績  県 1 人当たり精神入院医療費/県 1 人当たり全疾病医療費
   10,800 円／400,021 円 → 2.70％

  仮定医療費 県 1 人当たり精神入院医療費/県 1 人当たり全疾病医療費
            5,242 円／394,463 円 → 1.33％
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４ 死亡の状況
令和４年の本県における主な死因の順位１位であるがんの割合は、24.8％で全国平

均の 24.6％を上回っています。順位２位の心疾患の割合は、15.3％で全国平均の
14.8％を上回っています。なお、第４位の脳血管疾患については、6.3％と全国平均の
6.9％より低くなっています。

年齢を調整して全国を１００とした標準化死亡比を見ると、急性心筋梗塞が男性
（136.9）、女性（130.4）ともに高くなっています。
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                                出典：人口動態統計
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第３章 計画の目標と取組

第 1 節 住民の健康の保持の推進

国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、
次に 75 歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇しています。不適切
な食生活や運動不足等の生活習慣の継続がやがて糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満
症等の発症を招き、通院及び服薬が始まり、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至る
という経過をたどることになります。

このことから、医療費の急増を抑えていくために重要な政策は、一つは、若い時から
の生活習慣病の予防対策です。予防・健康づくりには、健康の改善により生活の質（以
下、「QOL」という。）を向上させ、健康寿命を延ばすだけでなく、健康に働く者を増
やすことで、社会保障の担い手を増やすこと、健康格差の拡大を防止することといった
多面的な意義があります。例えば糖尿病が重症化して人工透析に移行した場合、頻回な
治療等のため QOL が低下することに加え、多額の医療費が必要になります。生活習慣
病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取組を進めることや重症化するリス
クの高い医療機関未受診者等に対して医療機関の受診を勧奨し、必要な治療を行うこと
など、その重症化を予防するための取組を進めることが重要です。

生活習慣病予防の対策のため、平成 20 年度から、特定健康診査等（特定健康診査（法
第 18 条第１項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。）及び特定保健指導（法第
18 条第１項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の実施
が保険者に義務付けられています。特定健康診査等の実施率は、年々向上してきている
とはいえ、依然として目標との乖離が大きい状況にあり、実施率を向上させるための取
組を進めることが必要です。引き続き、この取組を中心とした住民の健康の保持の推進
を図ります。

第 1 項 特定健康診査の推進
【現状と課題】
＜現状＞

・本県の特定健康診査の実施率は、全国順位が下位の状況が続いており、令和３年度は
48.8％で、全国平均の 56.5％を 7.7 ポイント下回り、全国 46 位となっています。

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

長 崎 県 46.1% 47.5% 48.7% 46.1% 48.8%

全 国 平 均 53.1% 54.7% 55.6% 53.1% 56.5%

全 国 順 位 43位 42位 45位 45位 46位

　長崎県の特定健診の実施率の推移

出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省）
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・本県の医療保険者別の特定健康診査の実施率を見ると、被保険者数が多い全国健康保
険協会や共済組合は、全国平均より４ポイント前後高く、市町国民健康保険も全国平
均に少し届いていない状況で、全国平均より著しく低い状況ではありません。

・本県の特定健康診査の実施率が低い要因の一つは、受診が法律上義務化されており、
受診環境が整っている健康保険組合の特定健診対象者数が、全国の 23.1％と比べ本
県は 0.5％と非常に少ないことです。

＜第３期における取組内容＞
・県内医療保険者、関係団体及び行政機関が連携・協力し、地域や職域を超えて特定健

康診査等を円滑・効率的に実施することにより実施率の向上を図るための「長崎県特
定健診推進会議」を開催し、それぞれの保険者の現状や課題を確認しました。

・特定健康診査等データ管理システムを利用したデータの分析を行い、医療保険者へ
提供することで事業の推進を支援しました。

・令和３年度からＩＣＴを用いて特定健康診査等データを分析し、未受診者の特性に合
わせたナッジ理論を取り入れたメッセージの送り分けにより、受診率の向上を図る事
業に取り組んでいます。参加市町は、令和３年度 11 市町、令和４年度 15 市町、令
和５年度 17 市町と増加しています。

・保険者協議会では、特定健康診査に関する知識・技術の向上のために、医療保険者等
に所属する保健師、管理栄養士、事務職員等を対象とし、「標準的な健診・保健指導
プログラムに関する研修会」及び「特定健診・特定保健指導に関わる実務者研修会」
を開催しました。

・保険者協議会と連携し、９月を特定健康診査受診強化月間と位置づけ、TV 番組や雑
誌、CM、街頭キャンペーン等により多くの県民に対して健康への関心を持っていた
だくとともに、特定健康診査等の重要性の広報活動を実施しました。

・県と全国健康保険協会が共同で実施する健康経営宣言事業に積極的に取り組んでい
ます。事業所による健康経営推進企業の認定を目指した、健診実施率向上や保健指
導の活用など５つの認定基準の達成に向けた活動を促し、健診実施率向上等を推進
しました。
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・市町国民健康保険では、近隣市町でも受診を可能とすることや夜間・休日健診を実施
するなど受診機会の拡充を進めました。

＜第４期に向けた課題＞
・市町国保では、実施率 60％を超える町がある一方、人口が多い市では 30％前半と

地域差が生じています。各保険者における実施率向上に向けた取組により、年々実施
率は伸びているものの全国平均より低く、目標値 70.0%を達成するためには、更な
る取組の強化が必要です。

・特定健康診査実施率向上のため、特に実施率が伸び悩んでいる被用者保険被扶養者
の受診のための環境整備を行うなどの対策を実施していますが、目標達成には至って
いない状況にあります。

・全国健康保険協会では、事業者へ健診結果データの取得勧奨を実施していますが、同
意を得られない場合は健診実施率に反映されません。

【目標】

項    目
令和１１年度

（2029 年度）目標
参考（現状）

特定健康診査の実施率 ７０．０％
４８．８％

（令和３年度）

種　別 全 国 市町村国保 国保組合
全国健康
保険協会

単一健康
保険組合

総合健康
保険組合

共済組合

第４期 ７０％以上 ６０％以上 ７０％以上 ７０％以上 ９０％以上 ８５％以上 ９０％以上

（参考）
第３期

７０％以上 ６０％以上 ７０％以上 ６５％以上 ９０％以上 ８５％以上 ９０％以上

出典:厚生労働省

　第４期医療費適正化基本方針で示された医療保険者別の特定健康診査の目標値
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【目標達成に向けた取組】
・「長崎県特定健診推進会議」において、引き続き特定健康診査等の取組の情報共有や

連携、協力、評価を行うとともに、市町会議や保険者協議会等を活用して好事例の横
展開などを行い、実施率の底上げを図ります。

・県と全国健康保険協会が共同で実施する健康経営宣言事業において、引き続き事業
所による健康経営推進企業の認定を目指した、健診実施率向上、保健指導の活用な
ど５つの認定基準の達成に向けた活動を促し、健診実施率向上等を推進します。

・事業者に対し、労働局、全国健康保険協会、長崎県連名で、事業者健診のデータ提供
を依頼します。

・ＩＣＴを活用した特定健康診査未受診者対策事業など、市町が行う実施率向上に向け
た取組を支援します。

・保険者協議会では、特定健康診査に関する知識・技術の向上のために、医療保険者等
に所属する保健師、管理栄養士、事務職員等を対象とし、「標準的な健診・保健指導
プログラムに関する研修会」及び「特定健診・特定保健指導に関わる実務者研修会」
を開催します。

・保険者協議会と連携し、９月を特定健康診査受診強化月間と位置づけ、TV 番組や雑
誌、CM 等により多くの県民に対して健康への関心を持っていただくとともに、特定
健康診査等の重要性の広報活動を実施します。

第２項 特定保健指導の推進
【現状と課題】
＜現状＞
・本県の特定保健指導の実施率は、全国順位は上位を維持しており、令和３年度は

32.2％で、全国平均の 24.6％を 7.6 ポイント上回り、全国６位となっています。

・本県の医療保険者別の特定保健指導の実施率を見ると、被保険者数が多い全国健康保
険協会や共済組合で 10 ポイント程度高く、市町国民健康保険では２倍近く高くなっ
ています。

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

長  崎  県 28.0% 32.6% 30.5% 29.3% 32.2%

全国平均 19.5% 23.2% 23.2% 23.0% 24.6%

全国順位 8位 6位 8位 9位 6位

　長崎県の特定保健指導の実施率の推移

　　　　　　出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省）

市町国保 国保組合
全国健康
保険協会

共済組合
健康保険

組合

長  崎  県 55.3% 0.9% 26.8% 41.5% 13.9%

全国平均 27.9% 13.2% 16.5% 31.4% 31.1%

　令和３年度 医療保険者別特定保健指導実施率

出典:長崎県国保・健康増進課調査
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＜第３期における取組内容＞
・県内医療保険者、関係団体及び行政機関が連携・協力し、地域や職域を超えて特定健

康診査等を円滑・効率的に実施することにより実施率の向上を図るための「長崎県特
定健診推進会議」を開催し、それぞれの保険者の現状や課題を確認しました。

・保険者協議会では、特定保健指導実施に関する知識・技術の向上のために、医療保険
者等に所属する保健師、管理栄養士、事務職員等を対象とし、「標準的な健診・保健
指導プログラムに関する研修会」及び「特定健診・特定保健指導に関わる実務者研修
会」を開催しました。

・保険者協議会と連携し、９月を特定健康診査受診強化月間と位置づけ、TV 番組や雑
誌、CM、街頭キャンペーン等により多くの県民に対して健康への関心を持っていた
だくとともに、特定健康診査等の重要性の広報活動を実施しました。

＜第４期に向けた課題＞
・特定保健指導の実施率は全国平均より高いものの、目標値 45.0%を達成するために

は、更なる取組の強化が必要です。
・第４期特定健康診査・特定保健指導の見直しに沿って、「成果を重視した特定保健指

導」、「特定保健指導の見える化」、「ICT 活用の推進」を行う必要があります。
・県及び保険者協議会は、データの分析・提供、普及・啓発などの取組に加えて、医

療保険者が行う特定保健指導の推進を支援するための「地域・職域を超えたデータ
分析」（疾病マップ作成）を実施していますが、各医療保険者における活用が進んで
いない現状があることから、更なる周知を図り、疾病マップの活用を推進する必要
があります。

【目標】

項    目
令和１１年度

（2029 年度）目標
参考（現状）

特定保健指導の実施率 ４５．０％
３２．２％

（令和３年度）

市町国保 国保組合
全国健康
保険協会

共済組合
健康保険

組合
船員保険 計

人数（人） 8,083 576 25,436 4,809 388 0 39,292

割合（%） 20.6 1.5 64.7 12.2 1.0 0.0 100.0

人数（人） 746,177 133,229 2,027,409 495,283 1,852,432 7,735 5,262,265

割合（%） 14.2 2.7 38.5 9.4 35.2 0.1 100.0

　令和３年度 医療保険者別 特定保健指導対象者数

長崎県

全   国

出典:長崎県国保・健康増進課調査
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【目標達成に向けた取組】
・第４期特定健康診査・特定保健指導において、成果を重視した評価体系などの見直し

がされたことから、各保険者に対する研修会等を開催し、円滑な実施を支援していき
ます。

・ビデオ通話システムを使った遠隔面接やアプリケーション等を用いた効果的な特定
保健指導など、市町が行う ICT を活用した特定保健指導を支援していきます。

・マンパワーの確保や、効果的な特定保健指導の実施方法等について、長崎県保険者協
議会や長崎県特定健診推進会議などで好事例の紹介や検討を行います。

・県及び保険者協議会は、データの分析・提供、普及・啓発などの取組に加えて、医
療保険者が行う特定保健指導の推進を支援するための「地域・職域を超えたデータ
分析」（疾病マップ作成）の更なる活用を支援していきます。

第３項 メタボリックシンドローム対策の推進
【現状と課題】
＜現状＞
・本県のメタボリックシンドローム該当者の割合は、全国の割合よりも高く、順位も

下位の状況が続いており、令和３年度は 18.0％で、全国割合の 16.6％を 1.4 ポイ
ント上回り、全国ワースト 12 位となっています。
また、メタボリックシンドローム予備群の割合も、全国割合より高く、順位も下位の
状況が続いており、令和３年度は 13.2％で、全国割合の 12.5％を 0.7 ポイント上
回り、全国ワースト５位となっています。

種　別 全 国 市町村国保 国保組合
全国健康
保険協会

単一健康
保険組合

総合健康
保険組合

共済組合

第４期 ４５％以上 ６０％以上 ３０％以上 ３５％以上 ６０％以上 ３０％以上 ６０％以上

（参考）
第３期

４５％以上 ６０％以上 ３０％以上 ３５％以上 ５５％以上 ３０％以上 ４５％以上

　第４期医療費適正化基本方針で示された医療保険者別の特定保健指導の目標値

出典:厚生労働省

　長崎県のメタボリックシンドローム該当者・予備群の推移　　
H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

長崎県 総数 44,710 46,602 49,169 48,227 51,172
長崎県 割合 16.3% 16.6% 17.1% 17.7% 18.0%
全国 割合 15.1% 15.5% 15.9% 16.8% 16.6%
全国順位（ワースト） 11位 14位 15位 17位 12位
長崎県 総数 33,793 34,598 36,635 35,956 37,485
長崎県 割合 12.3% 12.3% 12.8% 13.2% 13.2%
全国 割合 12.0% 12.2% 12.3% 12.7% 12.5%
全国順位（ワースト） 14位 17位 10位 8位 5位

メタボリック
シンドローム

該当者

メタボリック
シンドローム

予備群

　　　　　　　出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況（厚生労働省）
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・第３期医療費適正化計画では、平成 20 年度（2008 年度）と比較して、メタボリッ
クシンドローム該当者及び予備群の減少率を 25％以上とすることを目標としていま
したが、令和３年度は 22.0%で、全国５位となっています。

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

長  崎  県 23.4% 22.2% 21.6% 21.0% 22.0%

全国平均 14.2% 13.7% 13.5% 10.9% 13.8%

全国順位 4位 5位 4位 4位 5位

　長崎県のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率の推移

平成２０年度と
比較した減少率

                 　　 出典：厚生労働省の計算シートに基づき、長崎県国保・健康増進課作成

＜第３期における取組内容＞
・広報誌など各種広報媒体を活用した生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発を行

いました。
・保健事業支援システムを活用し、特定健康診査で医療機関による治療が必要とされ

た人を確実に医療機関につなげることや、生活習慣病の治療中断者を把握し、特定健
康診査を経た適切な保健指導や治療再開が行えるよう、市町等と連携して体制整備を
推進しました。

・保険者協議会と連携し、９月を特定健康診査受診強化月間と位置づけ、TV 番組や雑
誌、CM、街頭キャンペーン等により多くの県民に対して健康への関心を持っていた
だくとともに、特定健康診査等の重要性の広報活動を実施しました。

・保険者協議会では、生活習慣病予防に関する研修会「標準的な健診・保健指導プログ
ラム研修」を実施しました。

＜第４期に向けた課題＞
・メタボリックシンドローム該当者及び予備群を減少させるために、特定保健指導を行

なっていく必要がありますが、対象者を抽出するために行う特定健康診査の実施率を
更に向上させていく必要があります。

・第４期特定健康診査・特定保健指導の見直しに沿って、「成果を重視した特定保健指
導」、「特定保健指導の見える化」、「ICT 活用の推進」を行う必要があります。

・県及び保険者協議会は、データの分析・提供、普及・啓発などの取組に加えて、医
療保険者が行う特定保健指導の推進を支援するための「地域・職域を超えたデータ
分析」（疾病マップ作成）を実施していますが、各医療保険者における活用が進んで
いない現状があることから、更なる周知を図り、疾病マップの活用を推進する必要
があります。
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【目標】

   項    目
令和１１年度
（2029 年度）目標

参考（現状）

メタボリックシンドローム
該当者及び予備群の減少率

平成２０年度（2008
年度）と比較して、
２５．０％以上

２２．０％
（令和３年度）

【目標達成に向けた取組】
・メタボリックシンドローム該当者及び予備群を減少させるために、特定健康診査等の

実施率向上の取組支援を行います。
・第４期特定健康診査・特定保健指導において、成果を重視した評価体系などの見直し

がされたことから、各保険者に対する研修会等を開催し、円滑な実施を支援していき
ます。

・ビデオ通話システムを使った遠隔面接やアプリケーション等を用いた効果的な特定
保健指導など、市町が行う ICT を活用した特定保健指導を支援していきます。

・県及び保険者協議会は、データの分析・提供、普及・啓発などの取組に加えて、医
療保険者が行う特定保健指導の推進を支援するための「地域・職域を超えたデータ
分析」（疾病マップ作成）の更なる活用を支援していきます。

・保険者協議会と連携し、広報誌等広報媒体については、対象者や目的、伝えたい内容
等を十分に検討し効果的なものとなるように努めます。

第４項 たばこ対策の推進
【現状と課題】
＜現状＞
・本県の 20 歳以上の喫煙率は、年々減少傾向にありますが、女性の喫煙率は、平成

28 年と比較すると令和３年では増加しています。また、受動喫煙に関して、健康増
進法の改正等により「飲食店」で受動喫煙を受ける人の割合は減少したものの、「家
庭」や「職場」と比較すると依然高い状況にあります。
さらに、「家庭」や「職場」で受動喫煙を受ける人の割合は増加しています。
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＜第３期における取組内容＞
・喫煙の害や健康増進法の内容などを世界禁煙デー関連イベントや健康まつり等の

場を活用し周知・啓発を行い、特に、職場向けには、受動喫煙対策や禁煙支援等健康
増進に関する情報共有等を目的に職場の健康づくり応援事業を実施しました。

・禁煙希望者向けには、禁煙外来にかかりやすい環境を整えるために、禁煙支援医療
機関に対し、受付時間や予約方法などの実態把握調査を実施して県公式ウェブサイト
に掲載し、よりアクセスしやすい環境を整備しました。

・20 歳未満の者の喫煙は、健康影響が大きく、かつ 20 歳以降の喫煙につながりやす
いことから、20 歳未満の者に対する喫煙防止・健康教育として、薬物乱用防止教室
や薬物乱用防止教室の講師向けの研修会の実施及び学校イベントでの周知・啓発を行
いました。

・県民の方々の禁煙を推進するためには、県庁職員が自ら率先して禁煙に取り組むこ
とが重要であるとし、地方機関を含む県庁舎の完全敷地内禁煙を実施しました。

＜第４期に向けた課題＞
・喫煙の害や改正健康増進法の内容などを引き続き周知・啓発していくこととしてい

ますが、現状、健康増進法の内容が十分に認知されていません。
・保健指導等を行う指導者の加熱式たばこや新型たばこに関する知識が不足している

等の課題があります。
・20 歳未満の者の喫煙防止・健康教育の実施に向けては、啓発資材の不足や喫煙習慣

がある母親の割合の増加等の課題があります。
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【目標】

   項    目
令和１１年度
（2029 年度）目標
(※1)

参考（現状）

喫煙率（20 歳以上）
１２．０％

（令和 14 年度）
１５．８％

（令和３年度）

望まない受動喫煙のない社会の実現
（令和 14 年度）

（※2）

家庭 ９．５％
職場 ３５．３％
飲食店１８．３％
（令和３年度）

※1 健康ながさき 21（第 3 次）目標年度令和 14 年度（2032 年度）から引用

※2 望まない受動喫煙の機会を有する人の割合（非喫煙者のみを対象）

健康ながさき 21（第 3 次）の指標に合わせ再計算した値
    

【目標達成に向けた取組】
・各種健康イベント、広報媒体及び特定健康診査等の機会を活用し、加熱式たばこや

新型たばこの害を含めたたばこの健康被害に関する周知、啓発を行います。禁煙を希
望する者を増やすため、地域・職域連携推進協議会等と連携を図り、事業所へ専門家
を派遣する出前講座を行います。
また、禁煙を希望される方々が、より医療機関にかかりやすいように禁煙支援医療機
関の実態把握調査及び調査結果の公開を県ウェブサイトにて行います。

・妊婦の喫煙をなくす取組として、妊婦及び授乳中の母親だけでなくパートナーにも、
喫煙、受動喫煙の害に関する周知、啓発を行います。
また、早い時期からの喫煙は、ニコチン依存になりやすい傾向があるため、20 歳未
満の者の喫煙をなくすために県内の小中学校、高校及び特別支援学校における薬物乱
用防止教室等の場を活用し、たばこの害等に関する周知、啓発を行います。

・改正健康増進法に定められた各施設種別に応じ受動喫煙防止のために講ずべき措置
について、普及啓発し実施していきます。

第５項 予防接種の促進
【現状と課題】
＜現状＞
・市町単位で実施されていた定期予防接種においては、平成 18 年から始まった予防接

種広域化により、接種希望者は県内どこの医療機関でも接種ができます。
・定期予防接種では、高齢者肺炎球菌ワクチン（Ｈ26）、水痘ワクチン（Ｈ26）、Ｂ型

肝炎ウイルスワクチン（Ｈ28）、ロタウイルス感染症ワクチン（Ｒ２）が追加されて
います。

＜第３期における取組内容＞
・風しんの拡大を防止する観点から、平成 30 年度から開始されている、抗体保有率の

少ない昭和 37 年度～昭和 53 年度生まれの男性に対する抗体検査と第５期定期接種
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受診の無料クーポン配布に係る周知活動を市町と連携しながら継続的に実施しまし
た。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛や受診控えで、予防接種自体
を控える行動が見られたため、国の通知を基に、実施主体である市町や医療機関に対
し、被接種者に向けて予防接種控えを行わないよう働きかけを依頼する通知を行いま
した。

・令和 2 年 10 月からロタウイルスワクチンが定期予防接種に追加されたことに伴い、
円滑な実施に向けて、市町への説明会を実施しました。

・HPV（ヒトパピローマウイルス）の感染を防ぎ、将来の子宮頸がんの発症を抑制で
きる HPV ワクチン接種の積極的勧奨の再開やキャッチアップ接種等について、市町
や医師会への通知や個別に説明を行い、接種対象者に向けた情報提供を確実に行うよ
う促しました。
また、HPV ワクチン接種に係る診療・相談体制について関係機関と協議を行い、ワ
クチン接種医療機関等へ周知を行いました。

＜第４期に向けた課題＞
・風しんの第５期定期接種受診率が伸び悩んでいます。
・県内市町が HPV ワクチン接種対象者へ確実に情報提供を実施するよう働きかけが

必要です。

【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

予防接種に関する正しい知識の普及を進め、市町や医師会、教育関係者等
と十分連携し、県民の理解を得つつ、接種率の向上に向けて取り組みます。

【目標達成に向けた取組】
・令和６年度末までの風しんの第５期定期接種について、引き続き、接種対象者への周

知活動を市町と連携しながら継続的に実施していきます。
・HPV ワクチン接種の積極的勧奨の再開やキャッチアップ接種、９価ワクチン（シル

ガード９）の定期接種導入等について、市町や医師会に対して、接種対象者に向けた
情報提供を確実に行うよう促していきます。

第６項 生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進
【現状と課題】
＜現状＞
・生活習慣病は自覚症状が現れないうちに発症し、そのまま放置すると合併症を併発

するなどして重症化し、生活の質を大きく低下させます。糖尿病、高血圧、循環器疾
患（虚血性心疾患及び脳血管疾患）などの生活習慣病予防として、食生活の改善や
運動習慣の定着等による一次予防や特定健康診査受診等による早期発見、早期治療
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による二次予防を推進するとともに、重症化予防に重点をおいた対策を推進してき
ましたが、県内の血糖コントロール不良者の割合は依然として高い状態にあります。

・特定健康診査受診者のうち HｂA1ｃ8.0％以上の血糖コントロール不良者の割合
は、令和２年度全国 1.46％、長崎県 1.32％と全国より低い状況ですが、増加傾向
にあります。

  

・健康の保持増進には、日頃から生活習慣に気を配り、定期的に健診を受けることが
重要であり、特定健康診査等の実施率の向上等に取り組んでいます。

・健康ながさき 21 では、生活習慣及び社会環境の改善として、栄養・食生活、身体
活動・運動、たばこ対策を中心に健康づくり施策に取り組んでいます。

・長崎県の人工透析患者数は増加傾向にあり、令和３年度末時点は、4,317 人となっ
ています。（長崎県腎不全対策協会調べ）。
また、人工透析新規導入患者の主要疾患では糖尿病性腎症が最も多くなっており、腎
硬化症は増加傾向にあります。

・令和３年の日本透析医学会の調査によると、人工透析の人口 100 万対患者数は、全
国 2,786.5 人、長崎県 3,155.0 人となっており全国より多い状況です。
また、新規の人工透析導入患者は、全国で 40,511 人ですが、長崎県腎不全対策協会
によると長崎県では 492 人となっています。

　　糖尿病性腎症による年間新規導入患者数の推移

平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年

新規導入患者数 186 201 153 183 165

                   出典：日本透析医学会　我が国の慢性透析療法の現況

　　HbA1c8.0％以上の者の割合（長崎県、全国）

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

長崎県 1.16% 1.15% 1.27% 1.24% 1.27% 1.32%

全    国 1.27% 1.28% 1.31% 1.31% 1.32% 1.46%

        出典：（HbA1ｃ）NDBオープンデータ　※NGSP値で算出
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＜第３期における取組内容＞
・糖尿病性腎臓病重症化予防については、平成 29 年度に策定（令和元年 10 月、令和

５年３月改定）した長崎県版「糖尿病性腎臓病重症化予防プログラム」について、医
師会と連携し、各市町で事業を実施しました。

・特定健康診査等の結果から、基準値を超える者を抽出し、医療機関への受診勧奨を
実施しました。
また、かかりつけ医と連携し、医療機関受診中の患者に保健指導を実施しました。

・糖尿病の基準値となる HbA1c6.5％以上の者を抽出し、数値の経年変化を把握する
ために糖尿病管理台帳ツールの活用を図りました。
また、活用状況や問題点等を把握し改善に取り組みました。

・保健指導従事者のスキルアップを図り効果的な保健指導につなげていくためセミナ
ーを開催しました。

・長崎県版糖尿病性腎臓病重症化予防プログラムについての理解と、行政が行う保健
指導への協力を得るため、かかりつけ医等を対象とした研修会を実施しました。

・繁忙な働き盛り世代や健康無関心層を含め、より多くの県民が主体的に気軽に楽し
く健康づくりに取り組めるよう、ポイント付与によるインセンティブを設けた、なが
さき健康づくりアプリ「歩こーで！」を令和 4 年度に導入し、活用を呼び掛けまし
た。

＜第４期に向けた課題＞
・受診勧奨候補者の抽出においては、主に特定健康診査の結果から基準値を超える者

の抽出を行っていますが、特定健康診査の実施率自体が低いため、特定健康診査の実
施率を上げていく必要があります。

・また、保健指導においては保健指導対象者の同意率は微増していますが、同意率は
約３割と低い状況です。対象者へ保健指導の必要性についての理解を深めていくこと、
かかりつけ医の理解、協力が得られるような取組を継続して行うことが必要です。

・令和２年度までの実績から HbA1c6.5％以上又は空腹時血糖 126mg/dl 以上の者の
割合、未治療者、治療中断者の割合が減少傾向にありましたが、令和３年度は増加し
ています。
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・事業を実施している各市町において、治療中断者への受診勧奨の実施の有無など取
組状況に差が認められます。効果検証等を行い、効果的な取組を推進するなど要因分
析が必要です。

【目標】

項    目
令和１１年度
（2029 年度）目標(※)

参考（現状）

糖尿病性腎症による新規
透析導入患者数

１２９人
(令和 14 年度)

１６５人
（令和３年度）

※健康ながさき 21（第 3 次）目標年度令和 14 年度（2032 年度）から引用

【目標達成に向けた取組】
・県は市町・医療保険者･地域、学校等の機関、団体等と連携・協力し、県民の健康づ

くり支援のための計画である「健康ながさき 21（第３次）」に基づき、生活習慣病
の予防のため、食生活、身体活動・運動、たばこ、飲酒、休養・睡眠の基本的な方向
に沿った目標を達成することにより、生活習慣病対策を推進します。

・ながさき健康づくりアプリのアンケート機能を活用し、当該アプリの活用による歩
数や健康づくり意識にどのような影響を与えているのか等のアンケートを実施し、分
析した結果を今後の施策展開に活用します。
また、毎年調査をすることで経年変化を追っていき、生活習慣の改善に取り組む人の
割合を増やしていきます。

・保険者は、特定健康診査等について情報を提供するとともに健診受診を促します。
また、健診未受診者及び精密検査の必要な方の受診を勧奨します。

・保険者は、特定健康診査での脂質異常症、高血圧、糖尿病等治療を中断している人へ
の治療継続を呼び掛けます。

・糖尿病に関わる関係団体、ボランティアグループは、医療機関との連携の下、糖尿病
患者の生活指導等、普及啓発に努めます。

・糖尿病及び合併症に関する正しい知識の普及啓発に取り組みます。
・取組の差を平準化していくため、長崎県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラムに基

づく各市町における実施状況を把握し、健診結果等のデータを評価し、課題を明確化
していきます。

・医療保険者とかかりつけ医、専門医との連携を図るため研修会等の取組を推進して
いきます。二次医療圏ごとのデータをまとめ、課題等の整理を行い関係機関とも共有
していきます。

・糖尿病性腎臓病重症化予防（慢性腎臓病（CKD）重症化予防を含む）については、
長崎県糖尿病性腎臓病重症化予防プログラムの取組を継続し、糖尿病が重症化するリ
スクの高い未受診者・治療中断者を医療に結びつけるとともに、糖尿病性腎臓病で通
院する患者のうち重症化するリスクの高い者に対して医療保険者が医療機関と連携
して保健指導等を行い、人工透析への移行を防止し、住民や被保険者の健康増進と医
療費の増加抑制を図ります。
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・また、長崎県版糖尿病性腎臓病重症化予防プログラムについての理解と、行政が行
う保健指導への協力を得るためかかりつけ医等を対象とした研修会を開催していま
すが、今後はより連携強化を図るため二次医療圏単位での取組を推進していきます。

第７項 高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進
【現状と課題】
＜現状＞
・高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施するため、後期高齢者の

保健事業について、後期高齢者医療広域連合と市町が連携し、市町において、介護保
険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業と一体的に実施できるよう、「高齢者保
健事業と介護予防の一体的な実施」（以下、「一体的実施」という。）が制度化され、
令和２年４月から取組が開始されました。

・一体的実施については、令和６年度までに全ての市町村に展開することが目標とさ
れています。本県では、令和２年度７市町、令和３年度 17 市町、令和４年度 17 市
町、令和５年度 20 市町が実施しています。

・住民主体の通いの場は、高齢者の可能な限り健康な状態の維持（セルフマネジメント
）を図る「介護予防」に高い効果があります。
しかし、近年、新型コロナウイルス感染症の影響や担い手・後継者不足により、通い
の場の数は減少傾向にあります。

・通いの場を地域の介護予防の拠点として広く周知し、内容の充実を図っていく必要
がありますが、体操や趣味活動などの多岐にわたる通いの場の実態の把握、活動内容
の固定化・専門職等の効果的な関与等にも課題を感じている市町が多い状況です。

・介護予防を推進するためには、高齢者の状況を踏まえ、運動、栄養、口腔、社会面
の機能を向上させ、高齢者の自立支援、健康の維持向上が図られるよう専門職の関与
等を行っていくとともに、高齢者自身がフレイルの要因等を理解し心身の状況を把握
することが重要です。

＜これまでの取組内容＞
・県では、一体的実施を推進するため、健診・医療・介護データ連結分析、専門職の人

材確保による保健事業構築支援、好事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事
業の評価などの必要な支援を行いました。

・一体的実施に係る市町担当者との意見交換会を実施し、庁内関係部局及び庁外関係
機関・関係団体との情報共有を行いました。

・フレイル・介護予防の取組強化に向け、市町・地域包括支援センター職員等を対象と
した人材養成講座及び市町の課題に応じた個別的支援として現地支援を行いました。

・２月１日フレイルの日に合わせて、フレイルの概要や要因を認識してもらい、フレイ
ルへの理解を深めることや自身の状況を把握してもらうこと、相談窓口があることな
ど、メディアを活用した啓発を行いました。

＜課題＞
・一体的実施について、1 市が未実施となっています。
・一体的実施を進めるにあたって、「人材不足、人材確保」「庁内連携」を課題と挙げる

市町が多く、特に人口規模が大きい市では庁内連携体制づくり、専門職の確保が最大
の課題です。
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【目標】

項    目
令和１１年度
（2029 年度）目標

参考（現状）

住民主体の通いの場の参加
率

８．０％
（令和８年度）（※）

６．２９％
（令和３年度）

全ての市町で一体的実施を行うとともに、取組
内容の充実を推進します。

２０市町実施
（令和５年度）

（※）長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画

（令和６年度～令和８年度）から引用

【目標達成に向けた取組】
・引き続き一体的実施を推進するため、健診・医療・介護データ分析、専門職の人材確

保による保健事業構築支援、好事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の
評価、医療関係団体への援助の要請などの必要な支援を行います。

・自立支援型ケアマネジメントを推進するため、人材養成講座の開催などによる市町
支援を行うとともに、地域の高齢者が、通いの場など身近な場所でリハビリテーショ
ン専門職の支援を受けることができるよう、地域密着型リハビリテーション体制の構
築を推進します。

第８項 その他予防・健康づくりの推進
１ がん医療
【現状と課題】
＜現状＞
・本県では、昭和 54 年にがんが死亡原因の１位となり、昭和 60 年には、がん死亡率

が全国ワースト１位となりました。令和４年においては、本県の死亡者数 19,309
人のうち、がんによる死亡者数は 4,795 人（約４人に１人）で、75 歳未満年齢調
整死亡率は全国ワースト 11 位となっています。

・国民生活基礎調査によると、令和４年の本県のがん検診受診率は全体的に下位にあ
ることがわかります。

胃がん 大腸がん 肺がん 乳がん 子宮頸がん

順位　　受診率 順位　　受診率 順位　　受診率 順位　　受診率 順位　　受診率

令和４年
（2022年）

　41位　 44.9％ 　44位　 39.5％ 　40位　 44.9％ 　44位　 41.5％ 　40位　 39.7％

※国が推奨するがん検診対象者の受診率 （国民生活基礎調査）

長崎県のがん検診受診率

＜第３期における取組内容＞
・がん検診受診の啓発に係る動画を作成し、テレビ CM や YouTube、SNS 広告等を活



- 41 -

用し県民への周知を図りました。
・がん検診の推進に関する協力協定締結企業等と連携した講演会等の実施や、がん検

診に係る普及啓発チラシを配布しました。（10 万部）
・国及び県の推奨するがん検診について、がん種ごとに、大学や医師会の医師等の専

門家で構成された委員会を開催し、県、市町、検診実施機関の精度管理体制につい
て助言を受けました。

・がん検診に従事する医療者の資質向上を図るため、がん種ごとに、がん検診従事者
研修会を実施しました。

・市町のがん検診担当者を対象に、がん検診の精度管理及びナッジ理論を用いたがん
検診受診勧奨に係る研修会の開催や、事業評価のためのチェックリストを活用し、
県、市町、検診実施機関の精度管理体制、検診実施体制の充実を図りました。

・がん検診の精度管理の維持・向上と精密検査を受けやすい体制を整えるために、精
密検査を実施する医療機関について、一定の要件を満たす医療機関の登録制度導入
に向けた調査等を実施しました。

＜第４期に向けた課題＞
・がん検診受診率向上のためには、受診者が、がん検診の意義及び必要性を適切に理

解することが重要であり、職域も含めた検診実施者は、がん検診について正しくわか
りやすい情報提供を実施し、受診しやすい体制づくりをする必要があります。

・がんによる死亡者を減らすべく、科学的根拠に基づいたがん検診が実施されるよう、
がん検診実施機関等の精度管理を徹底する必要があります。

【目標】

項    目
令和１１年度

（2029 年度）目標
参考（現状）

75 歳未満
がん年齢調整死亡率

５７．２
７２．５

（令和４年）

がん検診受診率 ６０．０％

胃がん  ４４．９％
大腸がん ３９．５％
肺がん  ４４．９％
乳がん  ４１．５％
子宮頸がん３９．７％

（令和４年）

【目標達成に向けた取組】
・職域におけるがん検診受診率向上のため、県内企業が行っている取組や工夫等を紹

介したリーフレットを作成し、事業所に対し配布を行います。
・医療機関や企業等と連携し、女性のがんに対する啓発を含めた、がん関係のイベント

を実施します。
・市町の検診担当者向けの研修会の中で、各自治体の取組を共有、検討できる場を設け

ます。
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・精密検査を実施する医療機関について、一定の要件を満たす医療機関の登録制度を
導入し、県ホームページで公表を行います。

２ 肝炎対策
【現状と課題】
＜現状＞
・本県では、「長崎県肝疾患診療連携に関するガイドライン」及び国の「肝炎対策の推

進に関する基本的な指針」を踏まえた総合的な肝炎対策を推進しています。
・県内全保健所及び委託医療機関などでのＢ型・Ｃ型肝炎ウイルス無料検査の実施や、

市町による健康増進法に基づく検査等も行われていますが、まだ多くの未受検者がい
ると推定され、県や市町が実施する肝炎ウイルス検査はもちろんのこと、職域におい
ても肝炎ウイルス検査を受検できる機会の周知が必要です。

・肝炎は、病状が進行しても自覚症状に乏しく、治療せず放置すれば、肝硬変、肝がん
と重症化しますが、治療介入することで、肝がん・肝硬変への進展が抑制されること
が報告されています。そのため、肝炎ウイルス検査の陽性者に対しては、専門医療機
関の受診勧奨などその後のフォローアップが重要です。

・平成 20 年４月からＢ型・Ｃ型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療、平成
22 年４月から核酸アナログ製剤治療、平成 26 年 10 月からＣ型ウイルス性肝炎に
対するインターフェロンフリー治療の医療費助成を行っています。Ｂ型・Ｃ型肝炎ウ
イルスが原因の肝がん・重度肝硬変についても、平成 30 年 12 月から医療費助成を
行っています。

・肝炎ウイルス感染者の重症化予防を図るため、肝炎ウイルス検査陽性者が受けた精
密検査費及び経過観察期間等に受けた定期検査費の助成を行っています。

・県民一人一人が、自身の肝炎ウイルス感染の有無を確認すること及び感染の可能性
がある行為を知り、新たな感染が生じないように適切に行動することが重要であり、
また、肝炎患者等に対し不当な差別が生じることのないようにするため、県民に対し
肝炎の正しい知識の普及・啓発を行う必要があります。

＜第３期における取組内容＞
・肝炎ウイルス検査の受検促進を図るため、県立保健所における無料検査のほか、合計

399 の民間医療機関に無料検査を委託し、受検体制の整備を図りました。

＜第４期に向けた課題＞
・肝炎の重症化予防を図るため、無料検査体制を継続するとともに、引き続き、肝炎医

療コーディネーターの養成に取り組む必要があります。
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【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

○陽性者の早期発見につながる肝炎ウイルス検査の受検促進を図ります。
また、肝炎ウイルス検査陽性者が医療機関を受診するよう勧奨し、適切
な肝炎治療につなげます。

○肝炎医療コーディネーターの養成を推進します。

【目標達成に向けた取組】
・保健所や委託医療機関、市町での肝炎ウイルス検査を引き続き行い、県全体の検査

状況を把握するとともに、広報媒体や市民公開講座等の活用や、職域も含めた肝炎ウ
イルス検査の受検促進を図ります。

・肝硬変、肝がんへの重症化を予防するため、保健所・市町と連携し、肝炎ウイルス
検査の陽性者に対して受診勧奨・情報提供等を行い、重症化予防に努めます。

・肝炎医療費及び検査費助成を引き続き実施し、肝炎の早期かつ適切な治療を推進す
るとともに、肝炎患者等の経済的負担の軽減を図ります。

・肝炎の正しい知識の普及・啓発や情報提供に取り組むとともに、肝炎医療コーディ
ネーター研修等の実施により、コーディネーターの育成を推進し、県民への受検勧奨
や、肝炎患者等からの相談体制を強化します。

第２節 医療の効率的な提供の推進

要介護認定率が著しく上昇する 85 歳以上の人口は、令和７年以降も引き続き増加し、
医療・介護の複合的なニーズを有する者の更なる増加が見込まれています。高齢期には
生活習慣病の予防対策に併せて、心身機能の低下に起因した疾病に対する保健指導や栄
養指導等を含む予防の重要性も指摘されています。

特に、発症後に介護ニーズが増大する可能性のある大腿骨骨折等の入院患者数・手術
件数は、高齢者人口が減少する局面においても増加することが指摘されています。医療
費適正化のための取組は、医療と介護の両方に対するアプローチの重要性や心身機能の
低下に起因した疾病の予防の重要性を踏まえたものとすることも必要です。

また、今後、急速な少子高齢化の進展が見込まれる中にあっては、患者の視点に立っ
て、どの地域の患者も、その状態像に即した適切な医療を適切な場所で受けられること
を目指すことが必要であり、医療機関の自主的な取組により、医療機関の病床を医療ニ
ーズの内容に応じて機能分化しながら、切れ目のない医療・介護を提供することにより、
限られた医療資源を有効に活用することが医療費適正化の観点からも重要です。このた
め、病床機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築の推進を通じ、
「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築を目指すこととします。
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上記に加え、後発医薬品やバイオ後続品※１の使用促進の取組を進めることとし、重
複投薬の是正や医薬品の適正使用の推進等についても、引き続き取り組みます。

また、医療と介護の連携の推進などに取り組みます。

第 1 項 後発医薬品（ジェネリック医薬品）及びバイオ後続品の使用促進
【現状と課題】
＜現状＞
・患者負担の軽減や健全化を図るため、先発医薬品に比べて薬価の安い後発医薬品（ジ

ェネリック医薬品）の使用を促進することが求められています。
・国は、「後発医薬品の数量シェアを 2023 年度末までにすべての都道府県で 80％以

上とする」という目標を掲げており、本県でも後発医薬品の使用促進を図っています。
・本県の令和４年度の後発医薬品の使用割合（電算処理分）は 84.3％で、目標の 80％

を達成しています。

後発医薬品の使用割合（数量ベース）

H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度

達成率
73.1%

(計画足下値)

77.7% 80.7% 82.5%

(調剤医療費)

83.2%

(調剤医療費)

84.3%

(調剤医療費)

目 標 － 73.3％ 76.6% 80% 80% 80%

※出典：NDB データ（厚生労働省）

（調剤医療費）と記載のあるもの：調剤医療費の動向調査（電算処理分）（厚生労働省）

＜第３期における取組内容＞
・後発医薬品の普及促進策を協議する、有識者、関係団体、県民代表等による「長崎県

ジェネリック医薬品使用促進協議会」を開催し、協議を行いました。
・隔年で実施した県民や医療機関を対象としたアンケート結果から後発医薬品使用促

進のための課題を洗い出し、次年度の活動の参考としました。
・国が選定した後発医薬品を県内の医薬品卸売販売業から収去し、国立医薬品食品衛

生研究所にて溶出試験等を実施し、品質の確認を行なうとともに、その結果を公表し
ました。

・県内の主要医療機関に対して後発医薬品採用リストの調査を行い、県ホームページ
に公表して情報発信を行いました。

※１ バイオ後続品（バイオシミラー）

国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品（先行バイオ医

薬品）と同等、同質の品質、安全性及び有効性を有し、異なる製造販売業者により開発される医薬

品
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・医療機関及び薬局に向けた啓発用資材を作成し配布しました。
また、各種イベント等での資材配布や各種媒体を活用した広告を実施し、県民を対象
にした後発医薬品の普及啓発を行いました。

・医療従事者を対象とした、後発医薬品普及のための研修会を開催しました。
・県内の後発医薬品の使用割合の低い医療機関を対象として、更なる使用促進策を講

じるよう求めるとともに、具体的促進策を提案し、地域の普及率向上に取り組みまし
た。

＜第４期に向けた課題＞
・県民に後発医薬品、バイオ後続品についてより正しく理解してもらう必要がありま

す。
・先発医薬品との同等性（品質に対する信頼性）や製造販売業者による安定供給に関

して、医療従事者（医師、薬剤師等）が不安を抱いています。
・後発医薬品企業による不祥事により後発医薬品の安定供給に支障をきたす状況が続

いています。
・国において、令和 11 年度末までに医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬

品の数量シェアを全ての都道府県で８０%以上とする主目標並びにバイオ後続品に
８０％以上置き換わった成分数を全体の成分数の６０％以上とする副次目標及び後
発医薬品の金額シェアを６５％以上とする副次目標が設定されたことから、目標達
成に向けた取組が求められています。

【目標】

項    目
令和１１年度
（2029 年度）目標

参考（現状）

後発医薬品の数量シェア
８０．０％
以上を維持

８４．３％
（令和４年度）

バイオ後続品に 80％以上置
き換わった成分数の割合

６０．０％
１８．８％

（令和３年度）

後発医薬品の金額シェア ６５．０％
５４．３％

（令和４年度）

【目標達成に向けた取組】
・県民や医療従事者に対するアンケート調査結果などから事業推進のための新たな課

題を把握し、協議会での協議により課題克服のための効果的な事業を展開します。
・後発医薬品の品質や安定供給について、情報の収集や発信に努めます。
・有識者で組織された「長崎県ジェネリック医薬品使用促進協議会」において、バイオ

後続品を含めた後発医薬品の使用促進について使用実態調査や県民への普及啓発、医
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療従事者に向けた情報提供など効果的な施策を企画・検討し、事業計画を策定したう
えで各施策を実施します。
また、各年度の事業結果については、厳正な評価を行い、より効果の高い施策を再構
築し、次年度以降実施していくことで、後発医薬品の使用促進を図ります。

・フォーミュラリ※１の基本的な考え方や運用方法に関して、関係機関への周知や必要
な取組等の検討を行います。

第２項 医薬品の適正使用の推進
【現状と課題】
＜現状＞
・医療機関の外来で処方せんを受け取った患者が、薬局等において薬剤師の十分な説明

を受けたうえで医薬品を受け取り、薬剤師が適切な管理を行う「医薬分業」の仕組み
が定着しています。今後も、医薬分業の割合を示す「処方せんの受取率」の向上を図
るとともに、重複投与のチェック、医薬品の減量、後発医薬品の使用促進や患者の待
ち時間の減少など、患者にとって医薬分業のメリットを一層実感できるための取組が
求められています。

・患者本位の医薬分業を更に促進していくため、地域包括ケアシステムに関わる多職種
の一員として、薬局の薬剤師が専門性を発揮して、患者の服薬について一元的、継続
的な薬学的管理を実施していく必要があります。これにより、重複投薬の防止や残薬
解消なども可能となり、患者の薬物療法の安全性・有効性が向上します。

＜第３期における取組内容＞
・10 月の「くすりと健康の週間」等において「かかりつけ薬剤師･薬局」や「健康サ

ポート薬局」等を県民に広く周知するため、薬剤師会等の薬業関係団体との協議会を
年１回開催し、実施事項について協議を行いました。

・「かかりつけ薬剤師･薬局」や「健康サポート薬局」等を県民に広く周知するため、県
広報媒体を活用した広報活動を実施しました。

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で新設された認
定制度（地域連携薬局・専門医療機関連携薬局）の普及促進を図るための研修会を開
催したほか、地域包括ケアシステムへの薬剤師の積極的な参画のため、多職種連携研
修会等を開催しました。

・市町国保支援として、市町に対する薬剤に関する研修会の実施、派遣を希望する市町
へ県薬剤師会から薬剤師の派遣を行いました。
また、向精神薬の重複処方者に対する市町からの通知等の取組を支援し、対象被保険
者の健康被害の防止と医療費の適正化に取り組みました。

＜第４期に向けた課題＞
・「処方せんがないと薬局には行けない」という意識が大半であり、健康相談や一般薬

の相談等の取組が浸透しておらず、かかりつけ薬局本来の機能が発揮できていません。
・地域包括ケアシステムへの薬剤師の参画が更に重要となってきますが、薬剤師が在

宅医療に取り組むための体制整備が十分に確立されていません。

※１ フォーミュラリ

医療機関等において医学的妥当性や経済性等を踏まえて作成された医薬品の使用方針
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・医薬品の使用については、処方された薬を大量に飲み残す残薬や自己判断による服
薬中止、多種類の薬を処方される多剤併用、同じ効用の薬を重複して処方される重複
投薬などの問題が指摘されています。

・市町国保においては、マンパワー不足、職員の服薬に関する専門的な知識の不足によ
り、重複・頻回受診者抽出や訪問等に多くの時間を要する場合があります。

【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

県民に対する医薬品に関する適正使用についての普及啓発や重複投薬
等の是正などを推進します。

【目標達成に向けた取組】
・県民に対し、「医薬品の適正使用」に関するより効果的な普及啓発を展開します。
・患者の服薬情報の一元的かつ継続的把握とそれに基づく薬学的管理や指導、在宅対

応、医療機関との連携などを行う「かかりつけ薬剤師･薬局」について広く周知し、
患者に適した薬局を選択できるような環境を整備します。

・県薬剤師会と連携し、地域包括ケアシステムへの薬剤師の積極的な参画につながる
多職種連携研修会や在宅医療に対応できる薬剤師の資質向上研修会の充実を図りま
す。

・「薬と健康の週間」事業の実施により、キャンペーンや広報媒体を活用した医薬品等
の正しい使い方など正しい知識の普及啓発を行います。

・服用薬の一元的かつ継続的な把握ができるよう、保険者協議会を通じて保険者等に
よる重複投薬の是正に向けた取組の支援を行います。

・医療機関及び薬局における重複投薬等の確認を可能とする電子処方箋のメリットや、
電子版お薬手帳との連携による情報の電子化のメリットについて、普及啓発を行いま
す。

・患者の服薬情報の一元的かつ継続的把握とそれに基づく薬学的管理や指導、在宅対
応、医療機関との連携などを行う「かかりつけ薬剤師･薬局」による取組を推進しま
す。

・薬局・医療機関等において、患者等に対し、適切な情報提供や薬剤管理指導等を行
うことにより、医薬品の適正使用を推進するとともに安全性の確保を図ります。

・市町支援として、市町に対する薬剤に関する研修会の実施、希望する市町へ県薬剤
師会から薬剤師の派遣を行います。
また、向精神薬の重複処方者に対する市町からの通知等の取組を支援し、対象被保険
者の健康被害の防止と医療費の適正化に取り組みます。
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・薬剤に関する知識の向上、ポリファーマシー※１に関する理解の深化、保険者間の情
報共有等を目的として、重複・多剤服薬者対策に係る市町国保担当者向けの研修会を
実施します。

第３項 医療資源の効果的・効率的な活用
【現状と課題】
＜現状＞
・国内では、急性気道感染症や急性下痢症の治療における抗微生物薬の使用について

は、AMR アクションプランや「抗微生物薬適正使用の手引き」の策定等の関係者の
取組を通じて、使用量が減少してきています。

・白内障の手術については、 OECD 加盟国のうち、多くの国で 90 ％以上が外来で
実施されている一方で、一部の国では外来での実施割合が低いことが指摘されていま
す。外来での実施は、医療資源の節約だけでなく、在院期間の短縮による院内感染リ
スクの減少など患者安全にも寄与するとされています。
日本での白内障手術については、外来の実施割合は 54 ％であり、都道府県ごとに
実施状況は様々となっています。

・がんの化学療法についても、諸外国では外来での実施が基本とされています。
質の高い新薬開発の恩恵等により、日本でも副作用のコントロールをしつつ、外来
で治療を行うケースが増えていますが、入院で化学療法を実施するケースが一定存在
します。

・本県では、化学療法を外来で受ける患者は増加していることから、県内のがん診療
連携拠点病院等を中心に、外来薬物療法室の整備を進めるとともに、専門的な知識
を有する医師、薬剤師、看護師等の配置に努めてきました。医療機関の薬物療法部
門では、化学療法に関する十分な説明や、副作用対策、新規薬剤への対応等が求め
られています。

・慢性疾患など症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断し
た場合に、医師及び薬剤師の適切な連携の下、同じ薬を最大３回まで繰り返しもらう
ことができるリフィル処方箋の発行が、令和４年４月から可能となっています。
リフィル処方箋を使用することにより、患者にとって通院にかかる時間や費用の軽減
ができるメリットなどがあります。

※１ ポリファーマシー

  単に服用する薬剤数が多いのみならず、多くの薬剤を服用しているために、副作用を起こしたり、

きちんと薬剤が服用できなくなったりしている状態
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化学療法に関する有資格者の配置状況

長崎
大学病院

長崎みなと
ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｾﾝﾀｰ

日本赤十字
社　長崎原
爆病院

佐世保市
総合医療
センター

長崎医療
センター

長崎県
島原病院

佐世保
中央病院

諫早
総合病院

計

がん薬物療法専門医 7 1 1 1 1 2 0 0 13
がん専門薬剤師 1 0 0 0 1 0 1 0 3
がん薬物療法認定薬剤師 0 0 3 2 0 1 0 2 8
外来がん治療認定薬剤師 0 0 1 0 0 0 0 1 2
がん薬物療法看護認定看
護師またはがん化学療法
看護認定看護師

2 2 1 2 2 1 1 0 11

計 10 3 6 5 4 4 2 3 37
【長崎県医療政策課調べ】

令和5年9月1日 現在　

＜これまでの取組内容＞
・県は長崎大学病院に委託し実施している「質の高い看護師育成支援事業」に「化学療

法コース」を設け、化学療法提供体制の充実に努めました。
・がん診療連携拠点病院等は、外来化学療法をより安全に提供するため、院内で多職種

による横断的な検討の場を設け、化学療法に携わる院内の医療従事者に対し、適切な
薬剤の服薬管理や副作用等の外来化学療法に関する情報共有や啓発等を行いました。

・県は「専門医療機関連携薬局推進事業」を開始し、がん専門薬剤師等の資格取得支援
を行いました。

＜課題＞
・化学療法の外来実施体制を推進するため、専門的知識を持つ人材の育成が必要です。
・医療機関間の役割分担を明確化し、連携体制の整備を引き続き行っていきます。
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・がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる「専門医療機関連携薬
局」の整備が進んでいません。

・効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療や医療資源の投入
量に地域差がある医療について、医療費適正化の観点から取り組むことが重要です。

【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

がん診療連携拠点病院等において、最新の治験に基づく適切な化学療法
の迅速・安全な実施ができていることを目指します。

【目標達成に向けた取組】
・化学療法の進歩と多様性に対応し、専門性が高く安全で効果的な化学療法を提供す

るため、各関係団体が認定する資格を有する人材育成に努めます。
化学療法を受ける外来患者の服薬管理や副作用対策等を支援するため、がん診療連
携拠点病院等間や、地域の医療機関、薬局等との連携体制を強化します。

・がん患者の医療を支える「専門医療機関連携薬局」を整備するため、地域薬学ケア
専門薬剤師等の資格取得の支援を行っていきます。

・地域における医療サービスの提供状況を把握するとともに、医療資源の効果的かつ
効率的な活用に向けて必要な取組を行っていきます。

・医療保険者における被保険者へのリフィル処方箋の周知等を支援します。

第４項 医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供の推進
１ 市町が実施する在宅医療・介護連携推進事業
【現状と課題】
＜現状＞
・高齢期の疾病は、疾病の治療等の医療ニーズだけでなく、疾病と関連する生活機能の

低下等による介護ニーズの増加にもつながりやすいため、医療と介護の両方を必要と
する高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続ける地域づくりを進めていく必
要があります。

・このため、市町では、介護保険法に基づく在宅医療・介護連携推進事業において、医
療と介護が主に共通する４つの場面（日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、
看取り）を意識しながら、連携の取組が進められています。

・地域における医療と介護の連携を推進するためには、市町の積極的な取組が不可欠
ですが、これまで医療提供体制の確保等に係る施策は、保健所の参画等も含め、県が
中心となって対応してきたため、医療側との連携に課題を感じている市町が多く見ら
れます。
また、医療機関や介護事業所などの地域資源の偏在があるため、市町が事業を進めて
いく際の課題も一律ではありません。
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＜これまでの取組内容＞
・在宅医療・介護連携推進体制の構築を図るため、在宅医療圏域等を単位として保健

所や市町、職能団体等との在宅医療に関する検討会や多職種研修会等の開催、市町職
員等と情報共有を図る意見交換会等を開催しました。

・KDB などのデータを活用した市町別の在宅医療・介護サービス需給分析や、医療機
関等関係機関の連携状況の把握に取り組みました。

＜課題＞
・在宅医療・介護連携推進事業において医療との連携に課題を感じている市町に対し、

支援を行う必要があります。
・地域資源の偏在等を考慮したうえで、市町の実情に応じた在宅医療・介護連携推進体

制を構築していく必要があります。

【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

市町の課題に応じた後方支援や広域調整等の支援を行い、地域における
在宅医療・介護連携の推進を図ることで、医療と介護の両方を必要とす
る高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができます。

【目標達成に向けた取組】
・介護保険法に基づく在宅医療・介護連携推進事業の事業主体である市町を、医療計画

における在宅医療に必要な連携を担う拠点に位置付け、地域課題把握や課題解決に向
けた取組を支援します。

・保健所とともに、課題把握、データ分析・活用支援、好事例の横展開、郡市医師会
等関係団体や圏域をまたぐ自治体との調整など、在宅医療・介護連携推進事業に係
る市町支援に取り組みます。  

・市町、職能団体や保健所を対象とした医療介護連携推進に関する検討会や多職種研
修会等を開催し、在宅医療・介護連携推進事業に携わる人材の育成に取り組みます。

２ 高齢者の骨折対策
【現状と課題】
＜現状＞
・本県の疾病別医療費の平成 24 年度から令和３年度までの伸び率をみると、骨折     

47.3％、悪性新生物 27.0％と、骨折が他疾患に比べ最も伸び率が大きくなってい
ます。（22 ページ「疾病別医療費の伸び率（平成 24 年度比）」を参照）

・本県における新規介護認定申請ケースのレセプト分析により、介護が必要になった急
性期疾患（新規申請月前６か月に発症が無く申請月に発症している疾病）では、要支
援１から要介護４までは骨折が最も多く、要介護５では脳梗塞が最も多く、次いで骨
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折が多くなっています。
・骨折の手術件数（NDB オープンデータ）においても大腿骨の骨折観血的手術、股関

節の人工骨頭挿入術では本県は全国と比べて件数がとても多くなっています。                                  

出典：NDB オープンデータ

・令和３年度の骨粗鬆症検診受診率は、全国平均が 5.3％ですが、本県は 3.5％と全国
平均以下となっています。

・令和３年度に骨粗鬆症検診を実施しているのは 16 市町です。骨粗鬆症検診の結果、
異常なし 50.1％（全国 57.1％）、要精検者 27.4％（全国 15.4％）、要指導者 22.5％
（全国 27.5％）と要精検者の割合が全国平均よりも高い状況です。

出典：地域保健・健康増進事業報告(健康増進編)

＜これまでの取組内容＞
・健康教室での啓発やリーフレットの配布により骨折予防のための運動や食事につい

て、県民向けの普及啓発を行いました。
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・骨粗鬆症検診に携わる専門職、関係団体を対象に人材育成のための研修会を実施し
ました。

・骨粗鬆症検診後等の場を活用して専門職と連携し理学療法士による運動指導、管理
栄養士の栄養指導を実施しました。  

・レセプトを活用した要精検者や治療中断者、過去に骨折歴がある者への受診勧奨を
行いました。

・長崎県骨粗鬆症ネットワーク検討会を開催し、県内の骨折の現状を多職種で共有
し、課題に対する取組として、骨粗鬆症検診後の要精検者や治療中断者を必要な治療
等につなげていくために、県内の骨粗鬆症診療に関する調査を実施し、骨密度測定紹
介可能医療機関リストを作成しました。

＜課題＞
・骨粗鬆症検診を実施していない市町があることから骨粗鬆症の早期発見、早期治療

の体制を整備するために、未実施市町への支援、働きかけが必要です。
・研修会等を通じて、骨折予防対策の重要性を伝え、取組への意識向上を図る必要が

あります。
・治療中断者や骨折既往歴がある方など二次骨折リスクが高い方へのアプローチが重

要であり、今後は受診勧奨等の取組を進めていく必要があります。
    
【目標】

項    目
令和１１年度

（2029 年度）目標（※）
参考（現状）

骨粗鬆症検診受診率
１５．０％

（令和 14 年度）
３．５％

（令和３年度）

※健康ながさき 21（第 3 次）目標年度令和 14 年度（2032 年度）から引用

【目標達成に向けた取組】
・県民全体に向けた骨粗鬆症、骨折に関する正しい理解を促す普及啓発を継続して実

施します。
・骨粗鬆症検診に携わる関係者を対象とした研修会を継続して実施し、取組事例やリ

ーフレットの活用方法等を紹介します。
・骨粗鬆症検診未実施市町に実施に向けて働きかけるとともに、骨密度測定紹介可

能医療機関リストや啓発チラシを活用し、検診対象者や要精密者等への受診勧奨の取
組支援を行い、受診率向上を目指します。
医療機関リストや啓発チラシを活用し、検診対象者や要精密者等への受診勧奨の取組
支援を行い、受診率向上を目指します。

・理学療法士等による運動指導及び栄養士による栄養指導など、専門職と連携した取
組を行います。

・長崎県骨粗鬆症ネットワーク検討会を開催し、保健事業における取組や、介護予
防事業との一体的な実施における骨折予防対策について多職種間で情報を共有し、効
果的な事業について協議しながら事業を展開していきます。
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第５項 病床機能の分化及び連携
【現状と課題】
＜現状＞
・県は平成 28 年 11 月に「長崎県地域医療構想」を策定し、医療機関における診療

内容等のデータの分析を行い、診療内容に応じた機能区分ごとに、2025 年に入院
や在宅医療等で対応するべき患者数（医療需要）を推計しました。

・推計結果を医療機関からの現状の報告内容と比較すると、今後は、在宅復帰に向け
た医療やリハビリテーションが必要な患者（回復期）に対する機能の充実や、慢性
期の患者について、施設を含めた在宅医療等で支えていくことが必要になっています。

Ｒ４年の病床機能報告と将来の必要病床数との比較

＜第３期における取組内容＞
・地域の実情に応じた医療提供体制の構築に向け、二次医療圏ごとに地域医療構想調

整会議や少人数の病院関係者等による同専門部会・ワーキングを設置し、公的医療
機関等が担うべき役割や医療機関間の機能分化・連携等について協議を行いました。

・医療機関における地域医療構想の達成に向けた病床機能の転換等の取組に対して支
援を行ったほか、医師、看護師等の人材確保や在宅医療に関する人材育成等に取り
組みました。

＜第４期に向けた課題＞
・地域医療構想については 2025 年までの取組となっていますが、少子高齢化の進展

や医師・看護師等の偏在等を踏まえると、限られた医療資源を効率的かつ効果的に活
用する取組を更に進める必要があります。

・そのため、現在国において進められている新たな地域医療構想の策定に向けた動き
を注視しつつ、関係者との協議の活性化を図りながら、地域の実情を踏まえた医療提
供体制の構築に向けた取組を促進する必要があります。
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【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

質の高い医療を効率的に提供できる体制構築のための医療機関の機能
分化・連携を推進します。

【目標達成に向けた取組】  
・地域医療構想の進捗状況の検証を行うとともに、病床に加え外来においても機能分

化・連携に向けた関係者との協議を行います。
・地域医療構想を推進するため、引き続き地域医療介護総合確保基金による支援を行

います。
・病床機能報告上の病床数と将来の病床必要量の差異に係る分析・評価を実施し、地域

医療構想調整会議で協議を行います。
・高齢化の進展により医療需要の増加が見込まれる在宅医療の充実に向け、市町と連

携した取組を推進します。

第６項 地域包括ケアシステムの深化等
１ 地域包括ケアシステムの深化
【現状と課題】
＜現状＞
・本県の 65 歳以上の人口は、2025 年（令和７年）頃に約 44 万人（総人口比 35.6%）

のピークを迎え、以降は減少すると推測されます。75 歳以上の人口は、その後も一
定期間増加を続け、2035 年（令和 17 年）頃にピークの約 27 万人（総人口比 24.7%）
に達すると見込まれています。また、介護ニーズが高い 85 歳以上の人口は、2040
年（令和 22 年）頃にピークの約 12 万人（総人口比 11.8%）に達すると見込まれ
ています。

・そのため、高齢者がいくつになっても一人一人の健康状況や生活の実態に応じて医
療・介護などの必要な支援が切れ目なく受けられ、できる限り住み慣れた地域で最期
まで安心して暮らしていくことができるよう、地域包括ケアシステムの深化を図る必
要があります。

・令和 22 年（2040 年）に向け、本県の生産年齢人口の減少は更に深刻になることが
見込まれており、介護人材の確保・定着の取組を引き続き強化する必要があります。

＜第３期における取組内容＞
・各市町の状況を継続的に把握しながら、抽出された課題に対する市町の具体的な

取組を支援していくことにより、地域包括ケアシステムの早期構築に向けて取り組み
ました。

・地域医療介護総合確保基金等を活用しながら、介護サービス基盤の整備を図りまし
た。
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・「参入促進」「環境改善・資質向上」の観点から関係機関・団体と連携し、介護職員
の確保等の取組を行いました。

＜第４期に向けた課題＞
・市町において地域包括ケアシステムの基盤整備が行われてきましたが、今後は、住

民が最期まで住み慣れた地域で暮らし続けることができると実感できるよう、PDCA
サイクルに基づく取組の改善を続け、システムのステップアップを図っていく必要
があります。

・在宅で暮らす高齢者の多様なニーズに対応するため、医療行為も含めたサービスの
一体的な提供や 24 時間対応など、複合的なサービスの提供体制の整備が求められて
います。

・介護職員は増加しているものの、事業所の求人ニーズに対し、介護職を希望する求
職者が少ない状況があり、介護職員を始め、様々な職種で人材不足を感じている事業
所が増えています。

【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

○高齢者が、住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らし続けること
ができます。

○高齢者が、尊厳が保持され快適な環境において、必要とする医療・
  介護サービスを利用できます。

○地域包括ケアシステムを支える介護人材が確保されています。

【目標達成に向けた取組】
・「取組改善の促進」「課題解決に向けた課題の明確化」「多職種連携強化」「推進状況

の住民への周知」を柱とした、新しい「長崎県版地域包括ケアシステム評価基準」を
活用し、市町における地域包括ケアシステムの深化に向けた取組を支援します。

・介護保険施設等について、地域の実情に応じて適切に中長期的なサービス需要を見込
み、既存施設の活用なども含め、計画的に介護サービス基盤を確保します。施設にお
ける医療連携の強化等に取り組むことで、口腔機能・栄養改善・運動器の機能向上に
資するケアの向上を図ります。

・若者等への介護の仕事に対する理解促進や、高校生、介護福祉士養成施設学生、離職
者、元気高齢者、外国人材など、多様なターゲットの確保に取り組むとともに、介護
職員が働きやすい職場環境づくりを支援します。

２ 在宅医療の推進
【現状と課題】
＜現状＞



- 58 -

・高齢化の進展により医療需要の増加が見込まれる在宅医療の充実に向け、市町を中
心として、地域の関係機関の連携、医療・介護等の連携体制づくりに取り組んでいま
す。今後は、退院支援の充実、訪問診療や訪問看護などの日常の療養支援、急変時の
対応、看取りの体制整備や県民への在宅医療の周知・啓発が求められています。

  

＜これまでの取組内容＞
・地域の実情に応じた医療提供体制の構築に向け、二次医療圏ごとに地域医療構想調

整会議の開催や市町ごとに在宅医療・介護連携推進事業を実施し、県や保健所は支援
しました。

・訪問看護師等在宅医療に関する人材育成等に取り組みました。

＜課題＞
・在宅医療資源の地域偏在や訪問診療医の高齢化などに対応するため、訪問診療・訪

問看護の体制強化が必要です。
・在宅（自宅や施設等）での看取りを増やすため、医療と介護の連携強化が必要です。
・人生の最終段階における医療・ケアについての意思決定支援に関する普及啓発が必

要です。
・口腔・栄養管理など更なる多職種連携の強化が必要です。

【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

最期まで、住み慣れた地域で自分らしく安心して医療や介護、福祉サー
ビスが 24 時間体制で提供される体制の構築、推進をします。

○在宅療養に向けた入退院支援
○日常の療養生活の支援
○急変時の対応
○望む場所での看取りの実施
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【目標達成に向けた取組】
・在宅医療に係る現状把握や将来の需給分析を行うため、在宅医療等実態調査に取り

組みます。
・市町における在宅医療・介護連携事業を支援し、充実を図ります。
・市町単位での在宅医療圏域の設定を行います。
・「在宅医療において積極的な役割を担う医療機関」を位置づけ、役割を明確化します。
・「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を位置づけます。
・４つの機能（退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り）の連携と体制整備

を推進します。
・施設の医療機能強化、在宅医療・介護連携及び多職種連携を推進します。
・ICT（あじさいネット）の活用を推進します。
・在宅医療に係る人材育成・確保（訪問看護師の確保、育成）を行います。
・在宅医療に係る県民への周知・啓発を行います。

３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、推進
【現状と課題】
＜現状＞
・本県の精神科病院入院患者の状況として、人口当たりの精神科病床数は全国平均の２

倍以上であり全国１位と多く、人口当たりの外来患者数は全国平均の 1.4 倍程度です
が、入院患者数は全国平均の２倍以上、全国２位と非常に多い状況です。

・入院形態別の状況としては、入院患者の約８割が任意入院患者であり全国平均と比較
しても多く、年齢構成別では、65 歳以上の入院患者が約７割と高齢化している状況
です。

・また、入院後３か月、６か月、12 か月時点での退院率としては、いずれも全国平均

を下回っており、早期退院率が低いことから平均在院日数も全国平均と比較して長く、

精神医療が高齢の方の長期入院に偏っているという特徴があります。

・また、令和６年４月に施行される改正精神保健福祉法には、入院を長期化させないた

めの取組として、医療保護入院期間の法定化や医療保護入院者の退院促進措置等の充

実が規定されています。
・精神障害を有する者などが必要な際には精神科医療機関に入院するものの、できる

限り早い時期に退院し、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、地域の
様々な職種や関係機関が連携して「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」
の構築を進める必要があります。

〈外来、入院患者数等の状況〉                    （ ）内は全国順位

手帳所持者数

（１万人対）※1

外来患者数

（1 万人対）※２

精神科病床数

（1 万人対）※3

入院患者数

（1 万人対）※3

長 崎 県 108 人 286 人 58.4（1 位) 47.5（2 位）

全国平均 105 人 199 人 24.5 20.5 

※１ 出典：令和３年度衛生行政報告例

※２ 出典：精神保健福祉資料（厚生労働省 平成 28 年６月 30 日現在）

※３ 出典：精神保健福祉資料（厚生労働省 令和４年６月 30 日現在）
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〈形態別 入院患者の状況〉

総数 任意入院
医療保護入

院
措置入院 その他 不明

長崎県 6,235 人
5,110 人

(82%)

1,088 人

(17%)

19 人

(0.3%)
18 人 0 人

全 国 258,920 人
125,459 人

(48%)

130,490 人

(50%)

1,546 人

(0.5%)
900 人 525 人

        出典：精神保健福祉資料（厚生労働省 令和 4 年 6 月 30 日現在）

〈入院患者年齢別構成〉

～19 歳 20～39 歳 40～64 歳 65 歳～

入院者数 48 人 231 人 1,572 人 4,384 人

構 成 比 0.8% 3.7% 25.2% 70.3%

       出典：精神保健福祉資料（厚生労働省 令和４年６月 30 日現在）

〈退院率の状況〉

入院後 3 か月 入院後 6 か月 入院後 12 か月 平均在院日数

長崎県 58.2%(43 位) 74.6%(43 位) 82.2%(44 位) 127.9 日

全 国 62.8% 79.8% 87.8% 111.1 日

         出典：令和２年度レセプト情報・特定健診等情報データベース

〈１年以上の長期入院者数〉         

人口 10 万人対

長期入院患者数
65 歳未満 65 歳以上

長崎県 90.5 人 237.5 人

全 国 44.0 人 83.1 人

出典：精神保健福祉資料（厚生労働省 令和４年６月 30 日現在）

＜これまでの取組内容＞
・「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築については、日常生活圏域を

基本とし、基礎自治体である市町を基盤に取り組みを進める必要があります。
・このため、県において、システム構築に係る基盤整備の目安を定める評価指標※１を

作成し各市町及び保健所に配布しました。各地域に設置している協議の場において、
保健・医療・福祉関係者等により、評価指標を用いた地域課題の抽出や基盤整備状況
の把握等を行いました。

※１ 評価指標

「推進体制」、「医療」、「障害・介護」、「保健・予防」、「住まい」、「住民参画」、「社会参加」の

７分野について基盤整備の目安を定めるものです。
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・また、地域住民に対する精神障害に関する正しい知識の普及啓発、入院患者に対す
る退院促進のための病院学習会等を行うとともに、住民に身近な市町において、精神
保健に関する相談支援を受けられる体制整備に向け、市町を対象とした実態調査を
行いました。

＜課題＞
・システム構築に際しては、基礎自治体である市町において取組を進める必要がありま

すが、市町によっては対応する職員のマンパワーが不足しています。
・精神障害を有する者などが地域の一員として生活するためには、地域住民に対する

精神障害に関する普及啓発の更なる促進が必要です。
・令和６年４月に施行される改正精神保健福祉法に則り、精神科病院においては、法に

定められた医療保護入院期間の遵守や、市町と連携した地域援助事業者の紹介等の退
院促進支援の充実に取り組む必要があります。

・市町における精神保健に関する相談支援体制整備に向け、実態調査結果も踏まえ、研
修会等を実施し人材育成を行う必要があります。

・入院患者に対する退院後の生活をイメージできるようなピアサポーターによる講話
や地域での利用可能な福祉サービスに関する説明などにより、早期退院に向けた積極
的な働きかけが必要です。

   
【目標】

令和１１年度（2029 年度）目標

精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが安心して自分らしく暮らすこと
ができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加、地域の助け合
い、普及啓発（教育など）が包括的に確保された「精神障害にも対応した
地域包括ケアシステム」を構築します。

【目標達成に向けた取組】
・保健・医療・福祉等関係者による協議の場でのシステム構築に向けた協議を行います。
・精神疾患に対する偏見をなくし、精神疾患や精神障害に関する正しい知識の普及啓発

を図るため心のサポーター養成事業※1 を実施します。

※１ 心のサポーター養成事業

心のサポーターとは、メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識を持ち、地域や職域でメンタルヘ

ルスの問題を抱える人や家族などに対する傾聴を中心とした支援ができる人を指し、各地域で養成

することで、地域における普及啓発に寄与するとともに、メンタルヘルス不調等の予防、早期介入

につながることが期待されています。
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・長期入院によって、患者本人の退院の意思が弱まっていることが考えられるため、精
神科病院、市町及び保健所が連携し、ピアサポーターを活用した退院意欲喚起のため
の病院学習会の積極的な実施を図ります。

・令和６年４月に施行される改正精神保健福祉法に規定された入院を長期化させないた
めの取組が精神科病院において確実に実施されているか、精神科病院実地指導時にお
いて確認するとともに、必要な指導を行います。

・市町における精神保健に関する相談支援体制整備に向け、研修会等を実施し人材育成
を行います。
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第 4 章 計画期間における医療費等の見込み

第 1 節 本県の医療費の見込み

本県の令和３年度の国民医療費は約 5,623 億円ですが、このまま推移すると、令和
11 年度には約 6,395 億円になることが見込まれます。

医療費適正化計画に掲げる目標を達成した場合の令和 11 年度医療費は、約 6,335
億円となり、医療費適正化の効果額は、約 60 億円と見込んでいます。

第 2 節 医療費の見込みの推計方法

基本方針において、「都道府県は、各都道府県の医療費の現状に基づき、令和 11 年
度の医療費の見込みを算出する。」こととなっています。

医療費の見込みの算出に当たっては、厚生労働省において作成された「医療費適正化
計画推計ツール」を用いて推計しています。

第 1 項 外来医療費
外来医療費については、自然体の医療費見込みから、計画最終年度（令和 11 年度）

に特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上による適正化効果額、後発医薬品・バイ
オ後続品の使用促進による適正化効果額、一人当たり外来医療費の地域差縮減に向けた
取組（生活習慣病等の重症化予防の推進、医薬品の適正使用の推進、医療資源の効果的・
効率的な活用の推進）による適正化効果額を織り込んで算出します。
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１ 特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上による適正化効果額
・平成 25～令和元年度の NDB データにおける、特定保健指導対象者の入院外一人

当たり医療費の経年的推移を分析した結果を用いて、特定健康診査の実施率 70％、
特定保健指導の実施率 45％を達成した場合の効果額を推計しています。（特定保
健指導の対象者割合 17％、特定保健指導による効果一人当たり 6,000 円として
算出）

※令和 11 年度の適正化効果額 約 1.1 億円

２ 後発医薬品の使用促進による適正化効果額
・令和３年度の NDB データにおける、後発医薬品のある先発品を全て後発医薬品に

に置き換えた場合の効果額を推計し、この結果を用いて、数量ベース及び金額ベー
スでの効果額を算定し、適正化効果額の大きい金額シェア 65%を達成した場合の
効果額により推計しています。

※令和 11 年度の適正化効果額 約 16.6 億円

３ バイオ後続品の使用促進による適正化効果額
・令和３年度の NDB データにおける、成分ごとに、先発品を全てバイオ後続品に置

き換えた場合の効果額を推計し、この結果を用いて、バイオ医薬品のうち 80％以
上をバイオシミラーに置き換える品目割合の目標を６０％とし、目標を達成した場
合の効果額を推計しています。

※令和 11 年度の適正化効果額 約 6.3 億円

４ 人口一人当たり外来医療費の地域差縮減を目指す取組による適正化効果額
（１）生活習慣病等の重症化予防の推進、医薬品の適正使用の推進

・生活習慣病等の重症化予防の推進については、生活習慣病（糖尿病）の 40 歳以上
の人口一人当たり医療費の全国平均との差を半減した場合の効果額としています。

・医薬品の適正使用の推進について、重複投薬の適正化は、３医療機関以上の重複
投薬患者が半減した場合の効果額とし、複数種類の医薬品の投与の適正化は、９種
類以上投薬された患者（65 歳以上）が半減した場合の効果額としています。

※令和 11 年度の適正化効果額 約 32 億円

（２）医療資源の効果的・効率的な活用の推進
・第４期医療費適正化計画の新たな目標として、医療資源の効率的・効果的な活用

が位置づけられ、以下のような医療の適正化に向けた取組について、医療費適正化
効果額を推計しています。
① 効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療

急性気道感染症・急性下痢症に対する抗菌薬処方については、抗菌薬処方の薬剤
料を半減した場合の効果額としています。

② 医療資源の投入量に地域差がある医療
白内障手術については、白内障レセプト件数に占める入院レセプト割合を用いて、
全国平均との差を半減した場合の効果額としています。
がん化学療法の外来での実施については、外来化学療法の標準化レセプト出現比
率（SCR）を用いて、全国平均との差を半減した場合の効果額としています。

※令和 11 年度の適正化効果額 約 3.9 億円
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第２項 入院医療費
入院医療費については、病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえ推計していま

す。具体的な算出方法は、地域医療構想の病床機能別の一人当たり医療費に病床機能別
の患者数の見込みを乗じ、精神病床、結核病床及び感染症病床に関する医療費を加えて
算出します。

ただし、地域医療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中（令和６～11 年度）
の令和７年に向けて策定されていることを踏まえ、当面の間、令和 11 年度の病床機能
別の患者数の見込みは、地域医療構想における令和７年時点の医療需要を基に機械的に
算出することとした上で、同年以降に係る検討状況を踏まえ、入院医療費の推計方法を
見直します。

第３節 一人当たり保険料の見込み

本県の令和 11 年度の一人当たり保険料（年額）は、次のとおり見込まれています。
市町国保 88,896 円（89,736 円）
後期高齢 85,332 円（86,124 円）

※（ ）内は医療費適正化の取組を行わなかった場合

保険料の算出に当たっては、厚生労働省において作成された「医療費適正化計画推計
ツール」を用いて機械的に試算しています。
具体的には、以下の計算式で算出しています。

（令和５年度一人当たり保険料×一人当たり保険料の推計伸び率）
＋制度改正による一人当たり保険料への影響額（出産育児一時金）

※令和５年度一人当たり保険料は、市町村国民健康保険については、当該都道府県に
おける令和５年度の保険料額（医療分）を、後期高齢者医療制度については、当該
都道府県における令和４年度及び令和５年度の一人当たり平均保険料額を用いて
います。

※実際の保険料は、医療費の動向や財政状況(保健事業・積立費など)などの要因に大
きく影響を受ける点に留意が必要です。

※被用者保険については、加入者が都道府県をまたいで所在することが多いため、算
出していません。
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第５章 計画の推進

第 1 節 計画の推進体制

第１項 保険者等、医療機関その他の関係者との連携及び協力
１ 医療費適正化の取組を円滑に進めていくために、住民の健康の保持に関しては保険

者等及び健診・保健指導機関等と、医療の効率的な提供の推進に関しては、医療機関
及び介護サービス事業者等と普段から情報交換を行い、相互に連携及び協力を行うこ
とが必要です。

こうした情報交換の場として、保険者協議会のほか、地域・職域連携推進協議会、
また各種審議会等を活用するとともに、必要に応じて協議の場を持つこととします。

２ 保険者協議会やその他の機会を活用して、必要に応じて、保険者等が行う保健事業
の実施状況等を把握したり、保険者等が把握している加入者のニーズ等を聴取するな
ど、積極的に保険者等と連携することとします。

また、医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して、保険者等に対して必要に応
じ、保険者協議会を通じて施策の推進に対する協力を求めることにより、保険者等と
一層の連携を図ります。

第２項 県や関係者の役割
医療費適正化に向けた取組を円滑に進めるためには、県や関係者がそれぞれの役割の

もと、相互に連携しながら推進していく必要があります。

１ 県の役割
県は、この計画の策定主体として、第３章に定めた目標の達成に向けて、保険者等、

医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たし、必要な施策を推進
することが求められます。

２ 保険者等の役割
保険者等は、医療保険を運営する主体としての役割に加え、保健事業等を通じた加入

者の健康管理や医療の質及び効率性向上のための医療提供体制側への働きかけを行う
など、保険者機能の強化を図ることが重要です。

具体的には、保健事業の実施主体として、特定健康診査等について、効果的かつ効率
的な実施を図るほか、加入者の健康の保持増進のために必要な事業を積極的に推進して
いく役割を担い、データヘルス計画に基づく事業を実施します。

３ 医療の担い手等の役割
医療の担い手等は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や予防・健康

づくりの取組に協力するとともに、良質かつ適切な医療を提供する役割を担います。

４ 県民の役割
県民は、自らの加齢に伴って生じる心身の変化等を自覚して常に健康の保持増進に努

めることが必要です。このため、マイナポータルでの特定健康診査情報等の閲覧等によ
り健康情報の把握に努め、保険者等の支援も受けながら、積極的に健康づくりの取組を
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行うことや、医療機関等の機能に応じ、医療を適切に受けるよう努めることが期待され
ています。

第３項 長崎県保健医療対策協議会医療費あり方検討部会（以下、「部会」という。）
計画の推進に当たって関係者の意見を十分反映するため、計画の進捗状況について、

部会に報告を行うとともに、計画の効果的な推進について意見を求めることとします。
また、計画の進捗状況に関する評価及び実績評価を部会の意見を踏まえて行うことと

します。

第２節 計画の進行管理

医療費適正化計画の実効性を高めるため、PDCA サイクル（計画作成（Plan）、実施
（Do）、点検・評価（Check）、見直し・改善（Action））の一連の循環により、進行管
理を行っていきます。

第１項 進捗状況の公表
計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するため、計画の初年度と最終年度

を除く毎年度、計画の進捗状況を県のホームページに公表します。

第２項 進捗状況に関する調査及び分析
計画の最終年度である令和 11 年度に、進捗状況の調査及び分析を行い、次期計画に

適切にその結果を反映させるとともに、県のホームページに公表します。

第３項 実績の評価
計画の最終年度の翌年度の令和 12 年度に、目標の達成状況を中心とした実績評価を

行い、その結果を県のホームページに公表します。


